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は
じ
め
に

一
、
和
与
が
不
認
可
と
さ
れ
た
事
例
を
素
材
と
す
る
和
与
の
認
可
手
続
に
関
す
る
再
検
討

二
、
私
和
与
に
関
す
る
理
解
の
可
能
性

　
（
1
）　

私
和
与
に
関
す
る
基
本
的
理
解

　
（
2
）　

訴
訟
当
事
者
が
私
和
与
の
語
を
用
い
て
い
る
場
合

　
（
3
）　

裁
判
所
が
判
断
を
行
う
中
で
私
和
与
の
語
を
用
い
て
い
る
場
合

　
（
4
）　

訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
両
当
事
者
の
主
体
的
な
交
渉
が
行
わ
れ
る
中
で
成
立
し

　
　
　

た
和
与
に
関
し
て
、
後
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
訴
訟
手
続
に
お
け
る
取
り
扱
い
の
一
端
が
示
さ

　
　
　

れ
て
い
る
事
例

む
す
び
に
か
え
て
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は
じ
め
に

　

平
山
行
三
氏
は
著
書
『
和
与
の
研
究
―
鎌
倉
幕
府
司
法
制
度
の
一
節
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）「
第
三
章　

和
与
の
手
続
及

び
効
果
」
の
「
第
二
節　

和
与
の
手
続
」（
一
〇
一
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
所
が
和
与
を
認
可
す
る
際
の
裁
判
手
続
に

つ
い
て
「
審
査
」
と
い
う
観
点
か
ら
詳
説
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
第
五
項　

和
与
状
の
審
査
」（
一
〇
八
頁
以
下
）
に
お
い
て
、

「
訴
訟
当
事
者
か
ら
、
和
与
に
つ
い
て
、
認
可
の
下
知
状
を
下
付
さ
れ
る
よ
う
申
請
を
う
け
た
裁
判
所
は
、
下
知
状
を
下
付
し
て
然
る

可
き
や
否
や
の
審
査
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
審
査
は
、手
続
と
形
式
と
内
容
の
三
方
面
か
ら
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
」

（
一
〇
九
頁
）
と
い
う
。
平
山
氏
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、「
手
続
」（「
申
請
が
両
方
の
当
事
者
か
ら
行
な
わ
れ
た
否
か
を

確
認
す
る
」）
お
よ
び
「
内
容
」（「
そ
の
和
与
の
契
約
を
認
め
る
こ
と
が
、
法
規
と
の
関
聯
に
お
い
て
、
ま
た
幕
府
の
政
策
の
立
場
か
ら
適
当
で

あ
る
か
否
か
」）
の
点
か
ら
行
わ
れ
る
審
査
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
り
、い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、「
形
式
」

の
審
査
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
な
い
。
さ
し
あ
た
り
い
ま
は
、
こ
の
点

を
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
、「
内
容
」
に
関
す
る
審
査
に
つ
い
て
平
山
氏
は
、「
裁
判
所
が
和
与
を
承
認
す
べ
き
か
否
か
の
判
定
の
基
準
の
一
つ
が
先
例
の

有
無
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」（
一
一
〇
頁
）
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
訴
訟
当
事
者
の
身
分
お
よ
び
訴
訟
の
対
象
で

あ
る
下
地
に
関
し
て
疑
義
を
抱
い
た
裁
判
所
が
審
査
を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
一
一
一
頁
）。
こ
の
こ
と
は
後
の
研
究

に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
審
査
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
よ
り
も
、
裁
判
所
が
和
与
を
認
可
す
る
際
に
、
訴
訟

当
事
者
の
身
分
が
正
し
く
御
家
人
で
あ
る
か
否
か
、
訴
訟
の
対
象
物
で
あ
る
所
領
が
幕
府
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
の
、
非
御
家
人
へ
の
移
動

を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
か
否
か
な
ど
の
観
点
か
ら
、慎
重
な
確
認
作
業
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る）

1
（

。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
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平
山
氏
は
同
時
に
、
和
与
に
関
す
る
審
査
が
行
わ
れ
た
結
果
、
裁
判
所
が
下
す
こ
と
に
な
る
判
断
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い

て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
審
査
の
結
果
、当
事
者
の
行
っ
た
和
与
に
対
す
る
、そ
の
裁
判
所
の
処
置
が
決
定
す
る
。
そ
の
処
置
に
は
、

史
料
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
次
の
三
通
り
が
あ
っ
た
。（
一
）
認
可
の
下
知
を
与
え
る
。（
二
）
鎌
倉
に
注
進
す
る
。（
こ
れ
は
、
裁
判
所

が
六
波
羅
及
び
鎮
西
で
あ
る
場
合
に
生
じ
た
）（
三
）
和
与
を
許
さ
な
い
」（
一
一
二
頁
）
と
い
う
。

　

こ
の
中
で
（
三
）
に
関
し
て
平
山
氏
は
四
つ
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
後
に
、「
訴
訟
当
事
者
の
間
に
和
与
が
成
立
し
、
裁
判
所
に
和

与
認
可
の
下
知
を
申
請
し
て
も
、
裁
判
所
が
、
そ
れ
を
許
さ
ず
、
下
知
状
を
与
え
な
い
ば
あ
い
が
あ
っ
た
事
実
が
、
ほ
ぼ
肯
定
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
」（
一
一
五
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
下
知
状
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
と
し
て
平
山
氏
は
、（
一
）

特
定
な
条
件
の
和
与
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
許
容
し
た
先
例
が
な
い
場
合
、（
二
）
和
与
を
認
め
る
こ
と
が
、
裁
判
所
の
権
威
を
傷
つ
け

る
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
、（
三
）
そ
の
相
論
が
下
知
違
背
の
咎
に
関
す
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
一
一
五
頁
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
平
山
氏
が
和
与
の
認
可
手
続
の
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
審
査
の
手
続
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、

平
山
氏
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
審
査
が
行
わ
れ
た
結
果
と
し
て
和
与
が
不
認
可
と
さ
れ
た
と
い
う
四
つ
の
事
例
を
主

な
検
討
素
材
と
し
て
、
氏
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
審
査
を
め
ぐ
る
理
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
少
し
く
再
検
討
を
試
み
た
い

と
思
う
。
そ
の
上
で
、
平
山
氏
が
、
裁
判
所
が
「
和
与
を
許
さ
な
い
」
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
一
つ
の
事
例
を
取
り

上
げ
る
中
で
、「
当
事
者
の
間
で
和
与
が
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
認
可
の
下
知
を
与
え
な
い
結
果
」
と
し
て
「
生
ず

る
ケ
ー
ス
が
存
在
し
た
」（
一
一
五
頁
）
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
「
私
和
与
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
理
解
の
可
能
性
に
つ
い
て
少
し
く

考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。
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一
、
和
与
が
不
認
可
と
さ
れ
た
事
例
を
素
材
と
す
る
和
与
の
認
可
手
続
に
関
す
る
再
検
討

　

平
山
氏
は
訴
訟
当
事
者
か
ら
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
が
行
う
審
査
、
す
な
わ
ち
和
与
の
認
可
手
続
に
お
い
て
、「
和
与

を
許
容
し
な
い
ば
あ
い
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、以
下
に
示
す
四
つ
の
事
例
（【
史
料
1
】
〜
【
史
料
4
】）

を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
（
一
一
三
〜
一
一
五
頁
）。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
、

和
与
が
不
認
可
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由
の
一
端
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

は
じ
め
に
、
平
山
氏
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
つ
目
の
史
料
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

【
史
料
1
】
）
2
（

（
前
缺
）
堵
申
之
間
支
申
云
々
、　
取
詮
、

　

�

此
条
、
就
甥
廣（重
貞
）化自
筆
避
狀
、
令
知
行
之
間
、
令
申
安
堵
之
處
、
惟
重
猥
支
申
安
堵
之
間
、
於
當
御
奉
行
、
被
經
御
沙
汰
之
處
、

⒜
構
出
今
案
之
由
、
載
陳
狀
之
条
、
不
足
言
也
、
廣
化
自
筆
顯
然
之
上
者
、
爭
今
案
之
由
可
掠
申
哉
、
是三

如
同
狀
者
、
文
保
元
年
以
来
、
於
押
領
之
段
者
、
善
阿
自
称
之
上
者
、
尤
欲
被
行
其
咎
云
々
、

取
詮
、

　

�

此
条
、
如
先
段
言
上
、
就
廣
化
自
筆
避
狀
、
令
知
行
之
處
、
何
押
領
之
由
可
掠
申
哉
、
而
彼
避
狀
之
内
薩
摩
國
入
来
院
塔
原
前

土
古
仲
三
郎
跡
田
畠
在
家

、
廣
化
死
去
正
和
四
年

七
月
、

以
後
、
惟
重
於
押
領
之
段
者
、
承
伏
之
上
者
、
云
下
地
、
云
年
々
得
分
物
、

欲
糺
給
、
是四
（
中
略
）

一
惟
重
不
可
知
行
廣
化
之
跡
事

　

�

⒝
惟
重
爲
訴
人
於
廣
化
之
跡
寺
、
致
非
據
訴
訟
、
令
和
与
、
以
彼
和
与
狀
、
於
當
御
奉
行
可
下
給
御
下
知
之
由
雖
申
之
、
不
及

（
事
カ
）
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御
許
容
之
上
者
、
爭
可
令
知
行
廣
化
跡
哉
、
而
以
次
第
相
承
文
書
、
令
知
行
之
由
、
令
僞
陳
之
条
姧
謀
也
、
廣
化
子
息
僧
明
一

房
、
舍
弟
僧
眞
良
房
、
亡
父
跡
田
在
家

當
知
行
之
上
者
、
閣
子
息

次
第
相
承
文
書
、
舍
弟
惟
重
爭
可
帶
哉
、
尤
欲
被
召
出
、

是九
一
惟
重
姧
謀
事

　

�

於
薩
摩
國
塔
原
在
家

、
同
國
在
國
司
三
郎
左
衞
門
入
道
道
興
、
同
國
住
人
武
光
掃

左
衞
門
尉
飛
駄
彌
四
郎
兵
衞
入
道
随
願

幷
井
上
左
衞
門
二
郎
朝
有

、
以
廣
化
永
代
沽
却
地
、
惟
重
任
雅
意
致
押
領
、
竊
令
和
与
、
以
烏
帽
子
親
渋
谷
次
郎
三
郎
祐
重
、

申
付
問
狀
御
教
書
、
掠
給
安
堵
之
条
姧
謀
至
也
、
然
早
被
召
出
彼
和
与
狀
以
下
證
文
安
堵
御
下
文
、
欲
被
召
行
罪
科
、
是十

以
前
条
々
大
槪
如
斯
、
所
詮
、
於
廣
化
避
狀
者
、
惟
重
承
伏
之
上
者
、
欲
蒙
御
成
敗
、
且
押
領
承
伏
之
上
者
、
云
下
地
、
云
年
々

押
領
物
、
被
糺
返
之
、
於
罪
科
者
、
任
被
定
置
之
旨
、
欲
被
召
行
、
且
彼
避
狀
惟
重
存
知
事
、
期
問
答
之
時
、
仍
重
粗
言
上
如
件
、

　
【
史
料
1
】
は
、
薩
摩
国
入
来
院
氏
に
お
け
る
最
大
の
庶
子
家
で
あ
っ
た
寺
尾
氏
の
一
族
同
士
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
次
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
訴
人
為
重
［
善
阿
］
が
論
人
惟
重
（
訴
人
の
甥
）
の
主
張
に
対
し
て
行
っ
た
反
論
が
述
べ
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
文
書
名
に
つ
い
て
朝
河
貫
一
氏
は
渋
谷
為
重
陳
状
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
①
傍
線
部
⒜
に
い
う
陳
状
と
は
論

人
惟
重
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、当
該
訴
訟
に
お
け
る
論
人
は
惟
重
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、②
当
該
文
書
の
書
き
止
め
文
言
は
「
重

粗
言
上
如
件
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、当
該
文
書
は
訴
人
善
阿
に
よ
る
重
訴
状
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、正
し
く
は
（
渋

谷
）
為
重
［
善
阿
］
重
訴
状
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う）

3
（

。

　

ま
ず
、
当
該
訴
訟
の
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
渋
谷
定
心
の
子
で
寺
尾

氏
の
祖
と
な
っ
た
重
経
が
三
人
の
子
息
（
重
通
・
為
重
［
善
阿
］・
頼
重
）
の
中
、
妻
妙
蓮
の
子
で
あ
る
重
通
の
み
を
残
し
為
重
［
善
阿
］

お
よ
び
頼
重
を
「
不
孝
之
仁
」
と
し
て
義
絶
し
た
結
果
、
重
経
か
ら
継
承
さ
れ
る
べ
き
相
続
財
産
を
め
ぐ
っ
て
重
通
と
為
重
が
争
う
と

（2288）
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い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
重
通
が
惣
領
と
し
て
の
地
位
を
築
く
こ
と
で
最
終
的
な
決
着
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
寺
尾
氏
の
主
要
な
所
領
で
あ
っ
た
塔
原
は
重
通
の
三
人
の
子
（
竹
鶴
・
重
貞
［
廣
化
］・
惟
重
）
の
中
、
一
旦
重
貞
（
北
方
・
惣
領
分
）

お
よ
び
惟
重
（
南
方
・
庶
子
分
）
に
分
割
譲
与
さ
れ
た
が
、
後
に
重
貞
［
廣
化
］
が
惣
領
職
を
惟
重
に
譲
っ
た
こ
と
か
ら
、
惟
重
が
惣

領
と
し
て
塔
原
全
体
を
預
か
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る）

4
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、為
重［
善
阿
］は
惣
領
惟
重
に
対
抗
し
て
念
願
の
所
領
の
獲
得
を
狙
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。【
史

料
1
】
は
前
欠
文
書
で
あ
る
た
め
に
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
論
点
が
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後
半
部
分
の
内
容
が
判
明
す
る
第
三
の
論

点
お
よ
び
第
四
〜
第
八
の
論
点
を
み
る
な
ら
ば
、
惟
重
の
主
張
お
よ
び
為
重
の
反
論
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

そ
の
内
容
を
大
雑
把
に
掴
ん
で
お
き
た
い
。

　

そ
こ
で
、
第
三
の
論
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
論
人
惟
重
の
反
論
に
対
す
る
訴
人
為
重
［
善
阿
］
の
再
反
論
の
内
容
の
一
部
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
内
容
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
為
重
［
善
阿
］
の
甥
で
あ
る
重
貞
［
廣
化
］
の
自
筆
避
状

に
基
づ
い
て
善
阿
が
知
行
を
行
っ
て
い
る
中
で
、
鎮
西
の
裁
判
所
に
安
堵
の
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
惟
重
が
当
該
安
堵
に
対
し
て
猥

り
に
異
議
を
申
し
立
て
た
の
で
、
当
奉
行
の
も
と
で
御
沙
汰
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
惟
重
が
「
為
重
［
善
阿
］
は
今
案
を
構
い
出
し
て

い
る
」
と
陳
状
に
記
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
為
重
［
善
阿
］
は
「
こ
れ
は
根
拠
の
な
い
主
張
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
廣

化
避
状
は
自
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
為
重
［
善
阿
］
が
行
っ
て
い
る
安
堵
申
請
が
ど
う
し
て
今
案
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か

と
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、当
該
訴
訟
に
お
い
て
は
廣
化
跡
の
知
行
を
所
望
す
る
為
重
［
善
阿
］
が
重
貞
［
廣

化
］
避
状
を
根
拠
と
し
て
甥
の
惟
重
と
争
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
、平
山
氏
が
注
目
さ
れ
た
第
九
の
論
点
で
あ
る
「
一�

惟
重
不
可
知
行
廣
化
之
跡
事
」
の
中
に
記
さ
れ
る
和
与
（
傍
線
部
⒝
）

に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
た
い）

（
（

。
平
山
氏
は
、
当
該
訴
訟
に
お
い
て
は
「
当
事
者
の
間
で
和
与
が
成
立
し
、（
惟
重
が
、
筆
者
註
）
認

可
の
下
知
を
裁
判
所
に
申
請
し
て
も
、裁
判
所
が
（
審
査
を
行
っ
た
結
果
、当
該
和
与
を
、筆
者
註
）
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」（
一

（2287）
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一
三
頁
）
と
述
べ
、
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
（
こ
こ
で
は
鎮
西
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
）
が
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
和

与
が
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
が
判
明
す
る
事
例
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
与
の
審
査
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
想
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
平
山
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
該
和
与
は
そ
も
そ
も
「
当
事
者
の
間
で
成
立
し
た
」
も
の
と
し

て
、
果
た
し
て
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
当
該
論
点
に
関
す
る
、
訴
人
為
重
の
論
人
惟
重
に
対
す
る
再
反
論
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

惟
重
は
以
前
に
、
訴
人
と
し
て
廣
化
跡
の
事
に
つ
い
て
（
惟
重
に
通
じ
た
第
三
者
を
相
手
に
）
非
拠
の
訴
訟
（
為
重
［
善
阿
］
が
惟
重
を
相

手
取
っ
て
い
る
こ
の
度
の
訴
訟
と
は
別
の
訴
訟
）
を
起
こ
し
、
廣
化
跡
を
知
行
す
る
べ
く
自
己
に
有
利
な
形
で
和
与
を
成
立
さ
せ
、
そ
の

和
与
状
を
鎮
西
の
担
当
奉
行
人
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
も
の
の
、
鎮
西
の
裁
判
所
は
当
該
和
与
を
認
可

す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
惟
重
は
ど
う
し
て
廣
化
跡
を
知
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
度
提
起
さ
れ
て
い
る
訴
訟
に
お
い
て
惟
重
が
、
次
第
の
相
承
文
書
を
根
拠
に
し
て
廣
化
跡
を
知
行
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
偽
陳
す
る
の
は
姧
謀
で
あ
る
。
廣
化
子
息
僧
明
一
房
、
舎
弟
僧
真
良
房
は
亡
父
跡
で
あ
る
田
在
家
等
を
当
知
行
し
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
子
息
の
保
有
す
る
次
第
相
承
文
書
を
閣
い
て
、
舎
弟
惟
重
が
そ
の
よ
う
な
相
承
文
書
を
所
持
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
惟
重
に
対
し
て
は
知
行
の
根
拠
と
す
る
相
承
文
書
を
召
し
出
し
て
頂
き
た
い
、
と
。

　

平
山
氏
は
、
裁
判
所
が
和
与
認
可
の
下
知
状
を
与
え
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
一
つ

の
推
測
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
当
事
者
か
ら
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
相
手
方
当
事
者

に
対
し
て
当
該
和
与
の
事
実
如
何
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
為
重
［
善
阿
］
の
作
成
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
和
与
状
の
提
出
を
受
け
た
裁
判
所
が
、
為
重
に
対
し
て
当
該
和
与
の
事
実
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
為
重
は
当
該
和
与

の
事
実
を
否
認
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
当
該
和
与
状
は
為
重
本
人
が
作
成
し
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
惟
重
が
、
為
重
と
は
無
関
係
な
第
三
者
（
惟
重
に
通
じ
た
第
三
者
と

（2286）
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考
え
ら
れ
る
）
に
和
与
状
を
作
成
さ
せ
、
あ
た
か
も
為
重
が
当
該
和
与
状
を
作
成
し
た
か
の
よ
う
な
体
裁
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
惟

重
が
和
与
の
認
可
申
請
を
行
う
と
い
う
事
態
の
生
じ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
方
当
事
者
の
企
み
か
ら
当

事
者
以
外
の
第
三
者
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
手
方
当
事
者
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
た
か
も
和
与
が
両
当
事
者
の
間
で
成
立

し
た
か
の
よ
う
な
偽
装
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
相
手
方
当
事
者
に
よ
る
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
あ
る
い
は
第
十
の

論
点
「
一�
惟
重
姧
謀
事
」
の
中
に
記
さ
れ
る
「
惟
重
任
雅
意
致
押
領
、
竊
令
和
与
、
以
烏
帽
子
親
渋
谷
次
郎
三
郎
祐
重
、
申
付
問
狀

御
教
書
、
掠
給
安
堵
之
条
姧
謀
至
也
」
）
6
（

と
い
う
状
況
に
お
い
て
も
想
定
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
両
当
事
者
の
間
で
和
与
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
裁
判
所
は
、
為
重
［
善
阿
］
本
人
が
和
与
状
を
作
成
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実

を
確
認
し
た
上
で
、
惟
重
の
和
与
認
可
の
申
請
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該

文
書
に
記
載
さ
れ
る
内
容
か
ら
は
、
惟
重
が
裁
判
所
に
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
和
与
状
が
謀
書
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
と
い
う
形
跡

を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
廣
化
遺
領
に
関
し
て
は
、
彼
の
子
息
等
が
「
次
第
相
承
文
書
」
を
根
拠
に
知
行
し
て
い
る

と
す
る
為
重
は
、
惟
重
が
自
ら
の
「
次
第
相
承
文
書
」
を
根
拠
に
知
行
し
て
い
る
と
「
偽
陳
」
す
る
こ
と
を
非
難
す
る
中
で
、
惟
重
に

対
し
て
「
次
第
相
承
文
書
」
の
提
出
を
求
め
て
い
る
が
、
為
重
の
こ
の
主
張
に
は
惟
重
の
有
す
る
「
次
第
相
承
文
書
」
に
対
す
る
疑
念

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
謀
書
で
あ
る
と
断
ず
る
よ
う
な
主
張
に
ま
で
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、

惟
重
は
、
為
重
が
主
張
の
根
拠
と
す
る
廣
化
避
状
に
つ
い
て
「
眼
前
姧
曲
也
」
と
強
く
非
難
し
な
が
ら
も
決
し
て
謀
書
で
あ
る
と
の
主

張
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
一
方
当
事
者
の
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
か

ら
得
ら
れ
る
理
解
に
止
ま
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
該
訴
訟
に
お
い
て
は
、
問
題
と
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
謀
書
で
あ
る
と
主
張
す
る

こ
と
が
慎
重
に
回
避
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
が
、
い
ま
は
遺
憾
な
が
ら

こ
れ
に
応
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

（228（）
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こ
こ
で
は
、
平
山
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
訴
訟
両
当
事
者
の
間
で
和
与
が
正
常
な
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
の
あ
っ
た
も
の
と
単
純
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
和
与
そ
の
も
の
が
正
常

な
か
た
ち
で
成
立
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
当
事
者
に
よ
り
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
場
合
の
あ
り

得
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
和
与
の
認
可
を
行
う
際
に
は
通
常
の
手
続
と
し
て
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、

相
手
方
当
事
者
に
対
し
て
和
与
の
事
実
如
何
の
確
認
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
平
山
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
審
査
、
す
な

わ
ち
認
可
手
続
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

次
に
、
平
山
氏
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
つ
目
の
史
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
史
料
2
―
一
】）

7
（

木
田
見
小
次
郎
入
道
佛
念
申
武
蔵
國
天
神
宮
造
營
用
途
事
、
依
下
知
違
背
之
咎
、
可
注
進
所
領
之
由
、
被
成
御
教
書
之
後
、
以
田

地
可
避
与
之
旨
、
雖
出
狀
、
難
被
許
容
之
上
、
於
未
断
闕
所
者
、
被
免
許
之
間
、
不
及
沙
汰
、
然
者
、
至
佛
念
勤
入
分
者
、
以
一

倍
可
令
糺
返
之
狀
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　

弘
安
十
年
九
月
十
五
日�

前
武（宣
時
）蔵守

（
花
押
）　

�

相
模
（
貞
時
）守

（
花
押
）　

　
　
　
　

熊
谷
尼
殿

　

当
該
文
書
に
関
し
て
、
平
山
氏
は
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
木
田
見
長
家
（
佛
念
、
筆
者
註
）
が
、
武

蔵
国
天
神
宮
造
営
用
途
に
関
し
て
熊
谷
尼
を
訴
え
た
。
し
か
る
に
、
審
理
が
進
む
に
し
た
が
い
、
長
家
が
下
知
違
背
の
咎
を
犯
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
、
所
領
の
注
進
を
命
じ
た
（
所
領
没
収
の
制
裁
を
加
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
）
と
こ
ろ
、
長
家
は
、
訴

（2284）
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訟
を
当
事
者
の
妥
協
で
終
わ
ら
せ
よ
う
と
思
い
、
田
地
を
避
与
す
る
状
を
出
し
た
が
、
こ
れ
は
許
さ
れ
難
い
事
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
訴
人
の
長
家
が
「
田
地
を
避
与
す
る
」
事
は
、
同
時
に
、
訴
訟
を
止
め
る
事
が
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
そ
の
手
続
と
し
て
は
、

「
和
与
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
許
容
し
難
い
と
し
て
い
る
事
は
、
こ
の
事
件
が
、
か
か

る
条
件
の
和
与
に
よ
っ
て
終
了
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
方
針
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
」（
一
一
四
頁
）
と
。

　

当
該
訴
訟
事
案
は
武
蔵
国
天
神
宮
領
で
あ
っ
た
牛
丸
郷
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
が
、当
該
訴
訟
の
背
景
事
情
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

「
武
蔵
國
木
田
見
牛
丸
郷
内
直
光
知
行
分
國
方
年
貢
事
」
を
め
ぐ
っ
て
熊
谷
彦
次
郎
直
光
と
木
田
見
孫
四
郎
景
長
が
争
っ
た
訴
訟
の
詳

細
が
記
さ
れ
る
「
熊
谷
家
文
書
」
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
五
月
一
日
附
関
東
裁
許
状
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
論
人
景
長

が
証
拠
文
書
と
し
て
提
出
し
た
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
二
月
廿
三
日
附
國
方
下
知
状
（
次
掲
【
史
料
2
―
二
】）
が
参
考
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
2
―
二
】）

8
（

（
前
略
）
木
田
見
小
次
郎
長
家
与
熊
谷
尼
代
子
息
直
高
相
論
天
神
宮
造
營
用
途
事
、
右
、
兩
方
雖
申
子
細
、
所
詮
、
尼
知
行
分
不

可
公
事
之
旨
、
長
家
、
重
員
等
讓
狀
分
明
之
由
、
直
高
申
之
間
、
被
召
出
彼
狀
等
之
處
、
無
所
見
歟
、
任
惣
領
支
配
、
不
日
可
致

其
沙
汰
云
々
、
如
狀
者
、
不
可
有
公
事
之
由
、
直
高
雖
支
申
、
無
所
見
之
間
、
可
致
弁
之
由
、
被
裁
許
歟
（
後
略
）

　

熊
谷
尼
に
対
し
て
惣
領
か
ら
課
せ
ら
れ
た
天
神
宮
造
営
用
途
の
公
事
を
勤
め
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
【
史
料
2
―
二
】
と
【
史

料
2
―
一
】
の
間
に
は
な
に
が
し
か
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
推
測
す
る
な
ら
ば
、【
史
料
2
―
一
】
に
記
載
さ
れ
る
下
知
違
背
の

咎
が
誰
に
対
し
て
課
さ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
平
山
氏
は
、
下
知
違
背
の
咎
に
よ
る
制
裁
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
佛

念
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
惣
領
に
対
し
て
反
抗
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
熊
谷
尼
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、【
史
料
2
―
二
】
の

（
有
脱
カ
）

（2283）
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内
容
と
の
間
に
整
合
的
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
平
山
氏
の
理
解
は
少
な
か
ら
ず
修
正
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
牛
丸
郷
に
課
さ
れ
た
天
神
宮
造
営
用
途
を
佛
念
に
支
払
わ
な
い
熊
谷
尼
に
対
し
て
一
旦
弁
済

命
令
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
熊
谷
尼
が
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
下
知
違
背
の
咎
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
所
領
注
進
が

命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
「
田
地
を
避
与
え
る
」
こ
と
を
裁
判
所
に
申
請
し
た
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
ず
（
さ
ら
に
は
「
於
未
断
闕

所
者
、
被
免
許
之
間
、
不
及
沙
汰
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
）、
結
論
と
し
て
は
、
熊
谷
尼
に
対
し
て
、
佛
念
が
立
て
替
え
て
い
た
費
用
の
二

倍
を
糺
返
せ
よ
と
の
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
理
解
を
得
る
な
ら
ば
、
当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
下
知
違
背
の
咎
に
よ
る
制
裁
を
課
せ
ら
れ
た
熊
谷
尼
の
対

応
を
一
定
の
条
件
の
も
と
で
裁
判
所
が
認
め
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
平
山
氏
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
和
与
が
成
立
し

た
事
例
と
し
て
理
解
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
与
認
可
の
申
請
に
対
し
て
裁
判
所
が
こ
れ

を
許
容
し
な
か
っ
た
事
例
と
し
て
理
解
す
る
の
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
平
山
氏
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
三
つ
目
の
史
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
史
料
3
】
）
9
（

（
端
裏
書
）

「
□
後
國
多
良
木
地
頭
代
申
狀
正
安
四
八
（
マ
ヽ
）廿
四
」

□
後
國
多
良
木
村
地
頭
相
良
牛
房
丸
代
左
衞
門
尉
資
氏
謹
言
上

　

�

早
任
相
良
彌
五
郎
頼
氏
法
師
法
名
上
蓮
遣
狀
等
、
欲
被
付
下
地
於
惣
領
上
蓮
孫
子
頼
□�

・
頼
高
六
郎
三
郎
・
頼
秀
彦
三
郎

・
頼
實
次
五
郎

等
、
異
賊

警
固
以
下
面
々
所
伇
幷
當
村
檢
□
及
讓
外
神
領
地
等
、
且
企
押
領
濫
妨
、
且
不
相
從
惣
領
牛
房
丸
催
促
、
條
々
張
行
子
細
事
、

副
進

　

一
通　

上
蓮
讓
子
息
頼
宗
牛
房
丸

亡
父

狀
正
應
六
年
七
月
廿
日

（2282）
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右
、
以
多
良
木
村
内
、
讓
与
子
孫
等
之
時
、
去
正
應
六
年
七
月
廿
日
讓
惣
領
於
子
息
六
□
（
郎
）頼
宗
牛
房
丸

亡
父

之
次
、
爲
孫
子
頼
包
・
頼�

高
・
頼
秀
・
頼
實
等
、
以
同
日
充
給
面
々
讓
狀
畢
、
而
惣
領
所
持
之
上
蓮
讓
備
進
之
上
者
、
不
及
巨
細
、
爰
彼
庶
子
等
、
背
上
蓮

遣
狀
、
或
濫
妨
檢
斷
、
或
押
領
讓
外
之
地
、
或
國
方
濟
物
等
屬
惣
領
不
辨
之
、
或
對
捍
異
國
警
固
番
伇
以
下
用
途
者
、
就
中
、
於

警
固
用
途
者
、
恐
于
當
時
之
懈
怠
、
爲
全
所
伇
、
悉
惣
領
所
經
入
之
也
、
先
年
頼
包
等
企
濫
訴
之
間
、
聊
雖
番
訴
陳
、
入
人
於
中

可
和
与
之
由
、
依
令
望
申
、
相
互
存
和
談
儀
之
處
、
就
和
與
狀
、
號
不
給
御
下
知
狀
、
彌
云
押
領
、
云
濫
妨
、
云
對
捍
、
幷
之
令

張
行
之
條
、
且
背
上
蓮
之
讓
、
且
輕
其
素
意
、
旣
以
告
言
也
、
早
被
止
押
領
濫
妨
、
至
對
捍
分
者
、
糺
給
惣
領
所
經
入
之
用
途
、

任
上
蓮
遣
狀
等
、
爲
被
付
面
々
下
地
於
惣
領
、
粗
恐
々
言
上
如
件
、

　
　

正
安
四
年
六
月　

日

　
【
史
料
3
】
に
関
し
て
平
山
氏
は
、「（
庶
子
で
あ
る
頼
包
等
の
、
筆
者
註
）
訴
人
は
濫
訴
を
起
し
、
や
が
て
和
解
を
申
し
込
み
、
成
立

し
そ
う
に
な
っ
た
が
、
御
下
知
を
給
わ
ら
ず
と
号
し
て
押
領
や
濫
妨
を
行
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、「
号
不
給
御
下
知
状
」
と
記

さ
れ
て
い
る
事
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
和
与
を
許
さ
な
い
方
針
で
あ
る
こ
と
が
、
察
知
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
」（
一
一
四
頁
）
と
の
理
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
号
不
給
御
下
知
状
」
と
の
文
言
に
関
す
る
平
山
氏
の
理
解
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
惣

領
牛
房
丸
と
庶
子
頼
包
等
を
当
事
者
と
す
る
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
訴
陳
状
の
応
酬
が
行
わ
れ
る
中
で
、
恐
ら
く
は
一
方
当
事

者
庶
子
側
の
要
求
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
第
三
者
を
中
人
と
す
る
こ
と
に
よ
り
両
当
事
者
の
間
に
一
旦
和
与
が
成
立
し
和
与

状
が
作
成
さ
れ
交
換
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
蓮
（
頼
氏
）
の
遺
言
に
違
背
し
、
讓
与
を
受
け
た
所
領
以
外

に
押
領
を
は
た
ら
い
て
い
る
上
に
、
国
方
済
物
や
異
国
警
固
番
役
以
下
の
用
途
を
惣
領
牛
房
丸
に
納
め
て
い
な
い
こ
と
を
訴
え
ら
れ
て

い
た
庶
子
側
に
と
っ
て
、
当
該
和
与
の
内
容
は
必
ず
し
も
有
利
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
惣
領

（2281）
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側
に
と
っ
て
も
、
必
ず
し
も
満
足
の
い
く
内
容
の
和
与
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
面
を
捉
え
る

な
ら
ば
、
庶
子
側
は
直
ち
に
和
与
認
可
の
裁
許
を
得
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
の
間
に
お
い
て
、
当
該
和
与
状
に
対
し
て
「
不
給
御
下
知
状
」

こ
と
を
理
由
に
押
領
を
は
じ
め
と
す
る
惣
領
側
に
対
す
る
敵
対
行
為
を
は
た
ら
く
に
い
た
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、「
不
給
御
下
知
状
」
と
の
文
言
が
意
味
す
る
も
の
と
は
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
和
与
の

認
可
申
請
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
未
だ
に
認
可
の
下
知
状
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
、
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば

私
和
与
の
状
態
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
平
山
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
裁
判
所
が
和
与
を
許
さ

な
い
方
針
で
あ
る
こ
と
が
、
察
知
さ
れ
た
結
果
」
を
示
す
も
の
と
し
て
こ
の
文
言
を
理
解
す
る
こ
と
は
正
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
平
山
氏
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
四
つ
目
の
史
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
史
料
4
】
）
（1
（

　
　

禰
寢
郡
司
清
治
今
者

死
去
、
子
息
清
保
与
同
三
郎
清
任
・
九
郎
清
政
・
余
三
貞
綱
・
彦
次
郎
清
經
等
相
論
兩
條
、

一
、
大
隅
國
禰
寢
院
南
俣
郡
本
田
畠
・
屋
敷
事
、

　
　

�

右
、
就
訴
陳
狀
、
有
其
沙
汰
、
可
注
進
之
旨
、
正
和
元
年
九
月
六
日
鎮
西
評
定
訖
、
而
各
和
談
之
間
、
被
閣
之
處
、
未
被
成

御
下
知
之
上
、
不
可
依
私
和
与
之
旨
、
清
保
依
申
之
、
可
糺
決
理
非
之
由
、
去
年
八
月
九
日
所
有
評
議
也
、
仍
於
引
付
座
、

召
決
之
處
、
兩
方
申
狀
雖
多
子
細
（
中
略
）
然
則
、
於
清
親
相
傳
之
地
者
、
任
清
綱
正
元
讓
狀
・
正
應
御
下
文
、
可
令
清
治

跡
領
知
焉
、

一
、
同
院
内
光
松
名
事
、

　
　

�（
中
略
）
清
重
・
清
綱
給
一
圓
御
下
文
、
令
芳
恩
三
子
之
間
、
依
爲
清
綱
分
領
之
儀
、
被
付
清
親
畢
、
非
別
相
傳
所
領
之
由
、

（2280）
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清
保
所
申
叶
理
致
欤
、
然
則
、
件
名
爲
清
綱
領
内
之
間
、
子
細
同
前
矣
、

以
前
兩
條
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

元
亨
三
年
十
一
月
廿
九
日

�

修
理（北
条
英
時
）

亮
平
朝
臣
（
花
押
）　

　
【
史
料
4
】
か
ら
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
よ
う）
（（
（

。
鎮
西
の
裁
判
所
に
お
い
て
書
面
審
理
手
続
が
行
わ
れ
る

中
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
は
行
わ
ず
関
東
に
注
進
す
る
こ
と
が
評
定
で
決
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
訴
訟
両
当
事
者

は
関
東
の
裁
判
所
に
訴
訟
が
係
属
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
和
談
を
行
っ
た
結
果
、
一
旦
和
与
が
成
立
す
る
に
い
た

っ
た
た
め
、
当
該
訴
訟
が
注
進
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
鎮
西
の
裁
判
所
に
対
し
て
当
該
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
な

い
ま
ま
の
状
態
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
裁
判
所
に
よ
る
認
可
の
下
知
を
得
て
い
な

い
私
和
与
に
よ
っ
て
当
該
訴
訟
に
結
論
を
出
す
こ
と
に
不
満
を
覚
え
た
訴
人
（
清
保
）
が
、
そ
の
旨
を
裁
判
所
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、

両
当
事
者
が
引
付
に
召
喚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
対
問
手
続
が
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る）
（1
（

。
当
該
文
書
の
全

体
を
み
る
な
ら
ば
、
私
和
与
の
内
容
を
良
し
と
し
て
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
両
当
事
者
の
主
張
に
関
し
て
「
可
糺
決
理
非
之
由
」
と

の
意
向
を
あ
ら
た
め
て
裁
判
所
に
申
し
出
た
訴
人
の
方
が
、
最
終
的
に
は
有
利
な
判
決
を
得
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
山
氏
は
当
該
史
料
の
傍
線
部
分
に
関
し
て
、「
こ
れ
は
禰
寢
氏
一
族
の
相
論
で
、
清
保
と
清
任
ら
と
の
間
に
和
解
が

成
立
し
（
両
方
が
和
与
状
を
交
換
し
、
認
可
の
下
知
状
を
申
請
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
）
た
の
で
、
訴
訟
の
進
行
を
停
止
し
た
（
お
そ
ら

く
和
与
認
可
の
下
知
状
が
容
易
に
下
ら
な
か
っ
た
た
め
）
が
清
保
は
、（
当
事
者
の
間
で
和
与
が
成
立
し
た
の
に
）
認
可
の
下
知
が
下
ら
な
い

と
き
は
、「
私
和
与
」
に
な
る
か
ら
不
可
で
あ
る
と
申
し
立
を
し
た
た
め
、
理
非
を
糺
決
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
評
議
が
一
決
し
た
と

い
う
の
で
あ
り
、
事
情
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
清
保
が
「
不
可
依
私
和
与
」
と
申
し
立
て
を
し
た
事
は
、
当
事
者
の
間
で

（2279）
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和
与
が
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
認
可
の
下
知
を
与
え
な
い
結
果
、「
私
和
与
」
が
生
ず
る
ケ
ー
ス
が
存
在
し
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
理
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
の
中
で
平
山
氏
は
、「
不
可
依
私
和
与
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
「
裁
判
所
が
認
可
の
下
知
を
与
え
な
い
結
果
」
と
し
て
理
解
し

て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
正
確
な
理
解
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
第
一
の
理
由
は
、両
当
事
者
が
「
和
談
」
す
る
こ
と
に
よ
り
一
旦
和
与
が
成
立
し
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
正
式
に
和
与
状
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
が
相
互
で
交
換
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
ま
で
断
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
当
該
和
与
に
よ
っ
て
関
東
へ
の
注
進
が
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
当
該
和
与

は
そ
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
依
然
と
し
て
認
可
の
裁
許
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
が
継
続
し
て
い
た
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
私
和
与
の
状
態
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
か
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
和
与
の

認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
が
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
認
可
の
裁
許
を
与
え
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
私
和
与
が
生
じ
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
平
山
氏
の
理
解
は
、
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
所
に
お
い
て
和
与
の
審
査
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
平
山
氏
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
四
つ

の
事
例
は
、
審
査
の
行
わ
れ
た
結
果
、「
裁
判
所
が
和
与
に
対
し
て
認
可
の
下
知
を
与
え
な
い
」
場
合
の
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
例
証

と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
、「
裁
判
所
が
和
与
に
対
し
て
認
可
の
下
知
を
与

え
な
い
」
結
果
と
し
て
「
私
和
与
」
が
生
じ
る
に
い
た
っ
た
と
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
私
和
与
の
語
が
記
さ
れ
る
訴
訟
関
係
史
料
を
少
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
和
与
が
い
か
な
る
意
味
に

お
い
て
訴
訟
当
事
者
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思

う
。

（2278）
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二
、
私
和
与
に
関
す
る
理
解
の
可
能
性

（
1
）　
私
和
与
に
関
す
る
基
本
的
理
解

　

平
山
氏
は『
前
掲
書
』「
第
三
章　

和
与
の
手
続
及
び
効
果
」の「
第
一
節　

所
務
沙
汰
に
お
け
る
訴
訟
手
続
」に
お
い
て『
沙
汰
未
練
書
』

を
参
照
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
所
務
沙
汰
」「
雑
務
沙
汰
」「
検
断
沙
汰
」
に
関
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
著
書
の

中
で
は
次
に
示
す
と
こ
ろ
の
肝
腎
な
「
私
和
与
」
に
関
す
る
部
分
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

【
史
料
5
】
）
（1
（

一　

私
和
與
事
、
雖
書
載
何
樣
契
約
誡
詞
、
於
私
和
與
者
、
上
裁
之
時
被
棄
置
之
、
但
任
和
與
狀
被
成
御
下
知
者
、
不
及
子
細
、

　

そ
し
て
、「
私
和
与
」
に
つ
い
て
は
、「
し
か
れ
ば
、
上
さ
い
と
し
て
も
、
も
し
又
わ
た
く
し
わ
よ
に
て
も
」）
（1
（

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
わ
た
く
し
わ
よ
」
と
い
う
読
み
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
裁
判
所
の
認
可
を
得
て

い
な
い
和
与
は
和
与
成
立
後
に
当
該
和
与
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
裁
判
手
続
の
上
で
は
法
的
効
力
を
有
し
な
い
と
規
定
す
る
『
沙
汰
未

練
書
』
に
お
け
る
私
和
与
の
理
解
を
前
提
に
考
え
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
平
山
氏
は
、
裁
判
手
続
の
上
で
和
与
が
成
立
し
訴
訟
両
当
事
者

が
裁
判
所
に
当
該
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
審
査
を
行
っ
た
裁
判
所
が
そ
れ
を
認
め
ず
、
結
果
と
し
て
和
与
認
可
裁
許

状
を
下
付
し
な
い
場
合
の
あ
り
得
た
こ
と
を
述
べ
る
中
で
、
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
「
私
和
与
」
が
生
じ
得
た
こ
と
を
強
調
し
て
お

（2277）
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ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
和
与
認
可
に
お
け
る
審
査
の
手
続
と
私
和
与
の
関
係
を
強
調
す
る
平
山
氏
の
理
解
に
お
い
て
は
、『
沙

汰
未
練
書
』
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
裁
許
を
得
て
い
な
い
和
与
＝
私
和
与
」
と
い
う
前
提
的
な
理
解
が
、「
裁
許
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
和
与
＝
私
和
与
」
と
い
う
理
解
へ
と
単
純
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
私
和
与
が
生
じ
得
る
こ
と
に
な
っ
た
裁
判
手
続
上

の
個
別
事
情
に
対
し
て
は
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
憾
み
が
あ
る
。
そ
こ
で
、『
沙
汰
未
練
書
』
が
定
義
す
る
私
和

与
に
つ
い
て
、
今
一
度
確
認
を
行
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
①
そ
も
そ
も
幕
府
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
な
い
紛
争
事
案
の

中
で
成
立
し
た
和
与
、
あ
る
い
は
、
②
幕
府
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
事
案
の
中
で
成
立
し
た
和
与
、
と
い
う
二
つ
の
場
合
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
上
で
、
②
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、（
ⅰ
）
当
事
者
間
で
は
「
和
与
」
が
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

和
与
認
可
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
場
合
、（
ⅱ
）
和
与
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
裁
判
所
が
認
可

裁
許
状
の
下
付
を
行
わ
な
い
状
態
が
継
続
し
て
い
る
場
合
、（
ⅲ
）
当
事
者
が
和
与
の
認
可
申
請
を
行
い
審
査
が
行
わ
れ
た
結
果
、
裁

判
所
は
当
該
和
与
を
不
認
可
と
す
る
積
極
的
な
判
断
を
下
し
た
場
合
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
平
山

氏
は
と
く
に
（
ⅲ
）
の
場
合
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
平
山
氏
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
①
お
よ
び
②
（（
ⅰ
）・（
ⅱ
））
の
場
合
が
如
何
な
る
状
況
の
も
と
で
生
じ
て
い
た
の
か
（
あ
る
い
は
生
じ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
か
）
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
関
心
を
向
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
要
請
を
前
提
に
、
次
に
考
察
を
進
め
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
2
）　
訴
訟
当
事
者
が
私
和
与
の
語
を
用
い
て
い
る
場
合

　

平
山
氏
は
、「
裁
判
所
が
認
可
の
下
知
を
与
え
な
い
結
果
、「
私
和
与
」
が
生
ず
る
ケ
ー
ス
」
と
し
て
【
史
料
4
】
を
取
り
上
げ
て
お

ら
れ
る
が
、
著
書
の
中
に
は
こ
れ
以
外
に
私
和
与
の
語
が
記
さ
れ
る
史
料
と
し
て
唯
一
、
次
掲
【
史
料
6
】
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

（2276）
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こ
で
、
ま
ず
は
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
試
み
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。

【
史
料
6
】
）
（1
（

（
前
略
）
雜
掌
返
答
云
、
於
下
地
和
与
者
、
御
邊
先
年
懇
望
之
時
、
寺
家
無
御
許
容
候
て
、
地
頭
職
を
被
召
闕
所
了
、
今
も
又
一

切
不
可
道
行
、
所
詮
、
⒜
先
年
十
ヶ
條
和
與
狀
を
被
進
寺
家
畢
、
其
一
ヶ
條
ニ
、
於
下
地
者
、
守
弘
安
御
下
知
、
永
不
可
申
越
訴

之
由
書
載
之
處
、
今
更
何
下
地
和
与
事
、
承
諾
之
旨
可
令
申
哉
、
其
上
背
彼
和
与
狀
、
令
下
地
越
訴
之
條
、
兩
部
諸
尊
三
地
大
聖

之
冥
慮
、
押
而
可
測
者
歟
、
能
々
可
有
思
案
之
由
、
令
返
答
候
之
處
、
⒝
彼
先
年
和
與
事
、
爲
私
和
與
之
間
、
徒
事
也
、
就
中
彼

和
與
狀
者
、
爲
所
務
之
間
、
向
後
猶
年
貢
結
解
之
煩
不
可
斷
絶
、
然
者
非
下
地
和
與
者
、
一
切
不
可
叶
、
若
下
地
和
與
事
可
道
行

者
、
承
御
返
事
可
令
存
知
、
無
其
義
者
、
對
面
之
條
も
、
無
其
詮
之
由
令
申
候
之
間
、
其
後
者
、
當
方
よ
り
も
不
及
返
答
候
、
此

上
者
、
入
理
非
可
番
訴
陳
之
條
勿
論
候
（
後
略
）

　

�【
史
料
6
】
を
参
照
さ
れ
た
平
山
氏
は
、「
領
家
の
法
廷
戦
術
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
た
一
節
で
あ
る
」
と
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、

そ
の
主
た
る
関
心
は
、「
下
地
和
与
が
相
論
の
抜
本
的
解
決
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」（
一
六
七
〜
一

六
八
頁
）
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
山
氏
は
私
和
与
の
語
が
記
さ
れ
る
傍
線
部
⒝
の
内
容
に
は
全
く
注
目
さ
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
⒜
お
よ
び
⒝
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
当
該
書
状
が
作
成
さ
れ
る
以
前
に
は
大
田
庄
山
中
郷
地

頭
富
部
信
連
と
雑
掌
の
間
に
所
務
和
与
が
成
立
し
て
お
り
、
地
頭
側
は
当
該
和
与
が
私
和
与
で
あ
り
「
徒
事
」
）
（1
（

で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
地
頭
側
が
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
所
務
和
与
に
関
す
る
和
与
状
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
【
史
料
7
】
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（227（）
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【
史
料
7
】
）
（1
（

直
書
ア
ラ
ハ
大
塔
ノ
内
ヘ
可
入
歟

和
与

　

高
野
山
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
山
中
鄕
所
務
條
々
、

一
、
寺
社
事
、

　

�

右
、
於
平
民
名
以
下
鄕
内
寺
社
同
免
田
畠
者
、
可
爲
領
家
進
止
、
縱
雖
引
募
宮
吉
・
田
所
名
、
不
可
有
地
頭
違
亂
、
重
宮
吉
・

田
所
分
者
、
須
爲
地
頭
管
領
矣
、

一
、
下
地
事
、

　

右
、
守
弘
安
七
年
御
下
知
狀
、
地
頭
不
可
致
越
訴
焉
（
中
略
）

一
、
向
後
年
貢
結
解
事
、

　

右
、
三
ヶ
年
一
度
遂
其
節
、
有
未
進
者
、
急
速
可
辨
濟
焉
、

以
前
條
々
若
申
達
越
訴
、
雖
返
給
之
、
相
積
數
十
年
乃
貢
之
間
、
悉
依
難
究
濟
、
避
進
地
頭
得
分
之
上
者
、
領
家
又
所
停
止
未
進

訴
訟
也
、
背
此
狀
相
互
申
子
細
者
、
可
被
處
罪
科
之
狀
如
件
、

　
　

正
和
三
年
十
月
十
三
日

�

兵
庫
允
信（富
部
）連　　
　
　
　

�

在
判　
　
　

　

当
該
文
書
は
十
箇
条
に
も
わ
た
っ
て
領
家
と
地
頭
の
間
で
取
り
決
め
ら
れ
た
内
容
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
和
与
状
で
あ
る
と
と
も
に
、

と
り
わ
け
傍
線
部
分
に
記
さ
れ
る
内
容
が
【
史
料
6
】
の
傍
線
部
⒜
に
該
当
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
内
容
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う

（
至
カ
）

（2274）
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に
、【
史
料
6
】
の
中
で
地
頭
側
の
主
張
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
し
く
「
先
年
和
与
」
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、【
史
料
7
】
は
、
私
和
与
で
あ
り
そ
れ
は
「
徒
事
」
で
あ
る
と
地
頭
側
が
主
張
し
て
い

る
和
与
の
内
容
を
記
し
た
和
与
状
に
他
な
ら
な
い
と
理
解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
和
与
で
あ
る
と
さ

れ
る
当
該
和
与
状
に
は
、
裁
判
所
が
認
可
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
和
与
認
可
下
知
状
は
下
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
は
、
次
掲
【
史
料
8
】
の
傍
線
部
分
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

【
史
料
8
】
）
（1
（

　

請
取

　
　

高
野
山
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
文
書
事

一
、
山
中
鄕
前
地
頭
富
部
兵
庫
允
信
連
和
與
狀
一
通

一
、
同
鄕
年
貢
未
進
信
連
可
糺
返
御
敎
書
一
通

　
　
　
　

以
上
貳
通
正
文
（
後
略
）

　

す
な
わ
ち
、訴
訟
遂
行
の
上
で
必
要
と
な
る
関
係
文
書
の
送
達
を
申
請
し
て
い
た
雑
掌
が
高
野
山
か
ら
受
け
取
っ
た
文
書
の
中
に【
史

料
7
】
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
和
与
が
認
可
さ
れ
た
な
ら
ば
当
該
和
与
状
と
と
も
に
一
対
の
文
書
と
し
て
裁
判
所
か

ら
同
時
に
下
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
和
与
認
可
下
知
状
が
【
史
料
8
】
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
和
与
に
お

い
て
は
和
与
認
可
下
知
状
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
和
与
は
地
頭
が
主
張

す
る
よ
う
に
私
和
与
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、『
沙
汰
未
練
書
』
に
い
う
私
和
与
の
定
義
が
確
か
に
当
て
は

ま
る
事
例
で
あ
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。

（2273）
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そ
う
す
る
と
、
当
該
和
与
は
い
か
な
る
状
況
の
も
と
で
成
立
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
関
東
（
鎌
倉
）
の
裁
判

所
に
お
い
て
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
中
で
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
雑
掌
は
和
与
認
可
下
知
状
を
直
ち
に
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
事
例
で
は
以
下
に
述
べ
る

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
頭
側
に
は
弘
安
七
年
（
一

二
八
四
）
の
関
東
下
知
（
桑
原
方
に
関
す
る
も
の
、
残
存
せ
ず
）
に
よ
り
「
如
弘
安
御
下
知
者
、
地
頭
進
止
庄
官
百
姓
者
、
地
頭
相
共
可

遂
結
解
之
處
、
遁
申
之
条
無
謂
、
然
者
、
於
平
民
分
者
、
不
及
沙
汰
、
地
頭
進
止
名
者
、
爲
地
頭
沙
汰
可
遂
沙
汰
云
々
」
と
の
判
決
が

下
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
雑
掌
頼
覚
と
山
中
郷
地
頭
信
連
が
所
務
条
々
に
つ
い
て
争
う
こ
と
に
な
り
、
関
東
の
裁
判
所
は
嘉
元
四

年
（
一
三
〇
六
）
の
下
知
に
お
い
て
、
地
頭
に
対
し
て
「
信
連
御
下
知
違
背
之
咎
、
旁
々
無
處
于
遁
歟
、
然
則
、
所
収
公
當
郷
地
頭
職

也
矣
」
と
し
て
、
弘
安
七
年
の
関
東
下
知
に
対
す
る
地
頭
の
違
背
を
認
め
、
地
頭
職
没
収
と
い
う
極
め
て
厳
し
い
処
断
を
下
す
に
い
た

っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
地
頭
職
を
没
収
さ
れ
た
地
頭
は
自
ら
の
権
限
を
回
復
す
る
べ
く
、
弘
安
七
年
の
関
東
下
知
の
遵
守
を
前
提

と
す
る
所
務
和
与
（【
史
料
7
】）
を
雑
掌
と
の
間
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
満
足
し
な
か
っ
た
地
頭
は
（【
史

料
7
】
の
第
二
条
）
に
反
し
て
今
度
は
下
地
を
め
ぐ
る
権
限
に
関
す
る
決
着
を
狙
っ
た
越
訴
を
提
起
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
地
頭
自
ら
が
「
先
年
和
与
は
（
事
態
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
所
務
和
与
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

紛
争
の
根
本
的
な
解
決
に
繋
が
る
下
地
和
与
で
は
な
く
）
徒
事
で
あ
る
」
と
開
き
直
っ
た
態
度
に
出
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、【
史
料

7
】
に
見
る
和
与
は
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
手
続
の
中
で
成
立
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
訴
訟
そ
の
も
の
が
提
起
さ
れ
て

い
な
い
状
況
の
中
で
成
立
し
た
も
の
（
前
述
①
の
和
与
）
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
認
可
の

下
知
を
得
て
い
な
い
当
該
和
与
に
反
し
て
こ
の
よ
う
に
越
訴
を
企
て
る
に
い
た
っ
た
地
頭
に
対
し
て
、
雑
掌
は
最
早
対
抗
す
る
術
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
下
地
を
め
ぐ
る
権
限
に
関
す
る
裁
判
所
の
究

（2272）
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極
的
な
判
断
を
あ
ら
た
め
て
得
る
べ
く
、
裁
判
手
続
に
臨
む
こ
と
に
よ
り
「
入
理
非
可
番
訴
陳
」
こ
と
の
決
断
を
迫
ら
れ
る
に
い
た
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

当
該
事
例
に
お
い
て
地
頭
は
、「
先
年
和
與
事
、
爲
私
和
與
之
間
、
徒
事
也
」
と
主
張
す
る
中
で
、
当
該
和
与
に
つ
い
て
は
私
和
与

の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
法
的
効
果
を
否
定
的
な
意
味
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
裁
判
所

の
側
は
、
私
和
与
に
関
し
て
い
か
な
る
認
識
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
得
て
い
く
た
め
に

も
、
裁
判
所
が
自
ら
の
判
断
を
行
う
中
で
私
和
与
の
語
を
用
い
て
い
る
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
少
し
く
考
察
を
試
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

（
3
）　
裁
判
所
が
判
断
を
行
う
中
で
私
和
与
の
語
を
用
い
て
い
る
場
合

　

次
に
掲
げ
る
【
史
料
9
】
は
、
訴
訟
両
当
事
者
の
間
に
和
与
が
成
立
し
和
与
状
が
交
換
さ
れ
た
後
に
、
一
方
当
事
者
が
相
手
方
作
成

の
和
与
状
（【
史
料
10
】
の
正
文
）
等
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
際
に
、
当
該
和
与
状
を
作
成
し

た
相
手
方
当
事
者
が
当
該
和
与
の
事
実
を
否
認
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
の
、
裁
判
所
は
そ
の
主
張
を
容
れ
ず
最
終
的
に
和
与
の
事
実
を

認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
和
与
を
認
可
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
9
】
）
（1
（

　

�

上
神
殿
次
郎
太
郎
祐
繼
法
師
法
名
迎
祐
與

郡
司
□
繼
法
師
法
名
迎
念
相
論
薩
摩
國
伊
集
□
（
院
）内
山
下
上
神
殿
土
橋
以
下
田
畠
屋
敷

荒
野
等
事

右
、
就
訴
陳
狀
擬
有
其
沙
汰
之
處
、
兩
方
出
和
与
狀
訖
、
爰
如
嘉
元
四
年
三
月
十
二
日
迎
念
狀
者
、
和
与
、
薩
摩
國
伊
集
院
内
買

地
所
田
薗
・
荒
野
等
事
、
迎
念
與
次
郎
太
郎
入
道
殿
雖
番
訴
陳
、
所
詮
以
穏
便
之
儀
、
所
令
和
与
也
、
於
田
薗
幷
荒
野
等
員
数
者
、

（
伊
集
院
カ
）

（
上
神
殿
祐
繼
迎
祐
）
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別
注
文
明
白
也
、
仍
任
彼
注
文
之
旨
、
相
互
至
子
々
孫
々
、
無
違
乱
可
被
領
知
、
將
又
上
神
殿
事
、
雖
申
子
細
、
如
此
和
与
之
上

者
、
向
後
止
之
畢
云
、
如
同
日
注
文
者
、
注
進
田
薗
等
事
（
中
略
）
一
所
常
念
居
薗
、
四
至
、
限
東
堀
、
限
西
常
住
中
垣
根
、
限

南
道
、
限
北
本
垣
根
云
云
、
爰
迎
祐
捧
彼
狀
等
、
可
被
裁
許
之
由
依
令
申
、
被
尋
下
迎
念
之
處
、
如
正
和
二
年
十
月
十
八
日
迎
念

請
文
者
、
迎
祐
申
薩
摩
國
伊
集
院
内
買
得
地
和
与
有
無
事
、
去
七
月
十
二
日
御
教
書
案
幷
催
伇
狀
、
謹
下
給
畢
、
迎
念
所
帶
當
院

郡
司
職
以
下
所
領
等
者
、
先
年
之
比
讓
与
子
息
弥
五
郎
宗
繼
之
間
、
宗
繼
代
官
長
賢
適
令
在
津
之
上
者
、
可
申
子
細
云
々
、
如
同

十
二
月
日
長
賢
狀
者
、
迎
祐

祖
父
迎
佛
・
祖
母
法
阿
及
母
堂
紀
氏
等
狀
構
出8

謀
書
、
致
非
訴
之
間
、
迎
念
備
進
關
東
御
下8

文
以

下
證
跡
、
相
番
三
問
答
訴
陳
畢
、
而
迎
祐
稱
和
与
之
由
、
雖
望
申
御
下
知
、
如
所
進
注
文
案
者
、
國
郡
之
名
字
不
載
之
上
、
常
念

居
薗
事
、
不
番
訴
陳
之
處
、
注
載
之
間
、
疑
殆
不
少
、
迎
祐
謀
書
罪
科
顯
然
之
上
者
、
和
与
有
無
事
非
信
用
之
限
、
早
續
整
本
訴

陳
具
書
等
、
可
預
裁
許
云
云
、
⒜
於
和
与
之
篇
者
、
迎
念
不
及
異
論
、
寄
事
於
子
息
宗8

繼
、
擬
令
改
變
之
条
、
非
姧
曲
歟
、
是
□
［
一
］、

次
不
載
國
郡
名
字
於
注
文
之
由
、
長
賢
雖
申
之
、
書
載
和
与
狀
之
上
者
、
不
能
謬
難
、
是
二
、
次
常
念
薗
事
、
不
番
訴
陳
之
處
、

載
和
与
注
文
之
条
、
有
疑
殆
之
由
、
同
令
申
之
處
、
止
相
論
、
及
和
与
之
時
、
相
加
彼
薗
之
条
、
迎
念
狀
文
炳
焉
之
上
者
、
不
及

其
難
之
旨
、
迎
祐
所
申
不
乖
理
致
歟
、
是
三
、
⒝
所
詮
就
迎
祐
申
狀
、
迎
念
捧
請
文
之
上
者
、
稱
私8

和
与
、
輙
難
改
變
之
間
、
宗
繼

申
狀
非
沙
汰
之
限
、
然
則
於
彼
田
畠
荒
野
等
者
、
守
迎
念
和
与
狀
、
迎
祐
可
令
領
知
也
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

文
保
二
年
三
月
十
二
日

�

遠
江
守
平
朝
臣
御
判　

【
史
料
10
】
）
11
（

　
　

和
与

　

薩
摩
國
伊
集
院
内
買
得
地
所
々
田
園
荒
野
等
事

〔
云
脱
カ
〕

〔
具
カ
〕

〔
無
脱
カ
〕

（
北
條
隨
時
）

（2270）
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右
、
件
田
園
等
、
迎
念
与
次
郎
太
郎
入
道
殿
雖
番
□
訴
陳
、
所
詮
以
穏
之
（
マ
ヽ
）便
儀
、
所
令
和
与
也
、
於
田
薗
幷
荒
野

之
員
数
者
、

別
注
文
明
白
也
、
仍
任
之
（
マ
ヽ
）旨

、
相
互
至
子
々
孫
々
、
無
違
乱
可
被
領
知
候
、
將
又
上
神
殿
事
、
雖
申
子
細
、
如
此
和
与
之
上
者
、

向
後
止
之
畢
、
仍
和
与
之
狀
如
件
、

　
　

嘉
元
四
年
三
月
十
二
日�

沙
弥
迎
念有は
ん　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

当
該
和
与
の
認
可
申
請
者
で
あ
る
訴
人
は
上
神
殿
次
郎
太
郎
祐
継
法
師
（
法
名
迎
祐
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
論
人
は
（
伊

集
院
）
郡
司
□
継
法
師
（
法
名
迎
念
）
で
あ
る）
1（
（

。
そ
し
て
、
論
所
は
薩
摩
国
伊
集
院
内
山
下
上
神
殿
土
橋
以
下
田
畠
屋
敷
荒
野
等
事
で

あ
る
。【
史
料
9
】
の
本
文
冒
頭
に
記
さ
れ
た
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
両
当
事
者
が
交
わ
し
た
訴
陳
状
を
も
と
に
、
鎮
西
に
お
い
て
判
決

が
下
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
両
当
事
者
が
相
手
方
か
ら
受
け
取
っ
た
和
与
状
を
提
出
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
状
況
が
理
解

さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
訴
人
迎
祐
が
論
人
和
与
状
お
よ
び
同
日
注
文
等
を
裁
判
所
に
提
出
し
、
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
は
論
人
迎
念
に
対
し
て
、
当
該
和
与
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
を
尋
ね
下
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
迎
念
が
応
じ
た
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
十
月
廿
八
日
附
の
請
文
に
よ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
の
応
答

が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
人
迎
祐
が
申
請
し
て
い
る
薩
摩
国
伊
集
院
内
買
得
地
を
め
ぐ
る
和
与
の
有
無
の
事
に
つ
い
て
お
応

え
す
る
。
去
る
正
和
二
年
七
月
十
二
日
附
の
御
教
書
案
お
よ
び
催
役
状
を
謹
ん
で
頂
戴
し
て
い
る
。
迎
念
が
所
有
す
る
当
院
郡
司
職
以

下
の
所
領
等
に
つ
い
て
は
先
年
、
子
息
弥
五
郎
宗
継
に
讓
与
し
て
い
る
。
宗
継
の
代
官
長
賢
が
い
ま
偶
々
在
津
し
て
い
る
の
で
、
長
賢

の
方
か
ら
子
細
を
申
し
上
げ
た
い
、
と
。

　

そ
し
て
、
正
和
二
年
十
二
月
日
附
の
長
賢
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
で
応
答
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
訴
人
迎
祐
は
（
迎
念
の
カ

）
祖
父
迎
佛
、
祖
母
法
阿
お
よ
び
母
堂
紀
氏
等
の
文
書
を
具
書
と
し
て
謀
書
を
構
い
出
し
て
非

訴
を
行
っ
た
の
で
、
論
人
迎
念
は
関
東
御
下
文
以
下
の
証
跡
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
問
答
の
訴
陳
を
番
え
る
に
い
た
っ
た
。
迎

（
上
神
殿
祐
繼
迎
祐
）
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祐
は
和
与
の
意
思
を
示
し
て
御
下
知
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
所
望
し
て
い
た
が
、（
当
方
に
カ

）
提
出
し
て
来
た
注
文
案
に
は
、
国
郡
の
名

が
記
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
常
念
居
薗
事
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
訴
陳
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
注
文
案
に

は
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
信
憑
性
を
疑
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
人
迎
祐
の
犯
し
て
い
る
謀
書

の
罪
科
が
明
白
で
あ
る
以
上
は
、
こ
の
度
、
和
与
が
行
わ
れ
た
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

い
ま
さ
ら
信
用
し
て
応
じ
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
。
早
急
に
、
元
々
交
わ
さ
れ
て
い
た
訴
陳
状
具
書
等
に
基
づ
い
て
裁
許
を
下
し
て
頂

き
た
い
、
と
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
裁
判
所
は
、
①
和
与
の
事
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
論
人
迎
念
は
反
論
し
て
い
な
い
こ
と
（
傍
線
部
⒜
）、
子

息
宗
継
に
か
こ
つ
け
て
和
与
の
事
実
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
姧
曲
が
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
②
訴
人
が
提
出
し
て
来

た
注
文
（
案
）
に
は
国
郡
の
名
称
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
長
賢
が
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
和
与
状
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
非
難
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
、
③
常
念
居
薗
事
に
つ
い
て
は
、
訴
陳
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
和
与
注
文
に

は
そ
れ
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
疑
義
が
生
じ
る
と
長
賢
が
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
訴
訟
を
止
め
て
和
与
に
い

た
っ
た
際
に
、
当
該
常
念
居
薗
が
和
与
の
対
象
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
論
人
迎
念
の
作
成
し
た
注
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

非
難
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
訴
人
迎
祐
が
主
張
す
る
こ
と
は
道
理
に
背
か
な
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
。

　

裁
判
所
は
そ
の
上
で
、
所
詮
、
和
与
認
可
を
申
請
す
る
迎
祐
の
申
状
に
対
し
て
、
迎
念
が
応
諾
を
避
け
な
が
ら
も
請
文
に
よ
り
応
じ

た
か
ら
に
は
（
和
与
そ
の
も
の
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
）、
当
該
和
与
は
未
だ
に
認

可
の
下
知
を
得
て
い
な
い
私
和
与
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
容
易
く
改
変
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
（
傍
線
部
⒝
）、

し
た
が
っ
て
、
迎
祐
が
謀
書
の
罪
科
を
犯
し
て
い
る
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
和
与
の
有
無
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら
信
用
し
て

応
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
主
張
す
る
宗
継
の
申
状
は
、
取
り
上
げ
る
べ
き
対
象
で
は
な
い
こ
と
、
結
論
と
し
て
は
、
当
該
田
畠
荒
野

等
に
関
し
て
は
、
迎
念
作
成
の
和
与
状
に
基
づ
き
、
迎
祐
が
領
知
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
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【
史
料
9
】
お
よ
び
【
史
料
10
】
に
関
し
て
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
理
解
を
得
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て
次
の
三
点
を
示
す
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
和
与
状
が
交
わ
さ
れ
た
時
点
か
ら
か
な
り
の
月
日
が
経
過
し
て
い
る
中
で
、
訴
人
が
論
人
作
成
の
和
与
状
等
の
関
係
文
書

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
和
与
の
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
な

い
ま
ま
長
い
期
間
が
経
過
す
る
中
で
は
、
私
和
与
と
い
う
状
態
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
必
ず

し
も
当
該
和
与
を
歓
迎
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
論
人
の
態
度
を
見
透
か
し
て
い
た
裁
判
所
は
敢
え
て
、「
私
和
与
と
称

し
、
輙
く
改
変
し
難
し
」
と
指
摘
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、「
右
、
就
訴
陳
狀
擬
有
其
沙
汰
之
處
、
兩
方
出
和
与
狀
訖
」
と
い
う
文
言
が
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
状
況
を
示
し
て
い
る

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
単
純
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
両
当
事
者
は
相
手
方
か
ら
受
け

取
っ
た
和
与
状
を
ほ
ぼ
同
時
に
裁
判
所
に
提
出
し
、
認
可
申
請
を
行
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
当
該
文
書
に
お
い
て
は
、
訴
人
か
ら

認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
際
の
状
況
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
論
人
か
ら
も
同
様
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
認
可
申
請
を

め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
関
係
史
料
が
残
存
し
て
い
な
い
た
め
に
不
明
で
あ
る
。
論
人
が
認
可
申
請
を
行
っ
た
際
に
は
、
訴
人
が
行
っ

た
場
合
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
和
与
の
事
実
お
よ
び
和
与
状
の
内
容
に
関
す
る
確
認
が
訴
人
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
訴
人
の
方
が
論
人
に
先
ん
じ
て
認
可
申
請
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は

訴
人
の
方
の
権
利
獲
得
要
求
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
三
に
、
あ
る
意
味
で
い
え
ば
和
与
を
有
耶
無
耶
の
状
態
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
を
願
う
論
人
迎
念
の
思
い
を
受
け
た
彼
の
子
息
や

そ
の
代
官
は
、
裁
判
所
に
和
与
の
事
実
の
信
憑
性
へ
の
疑
念
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
形
で
主
張
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
和
与
の
事
実
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
唯
一
有
効
な
主
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、

当
該
和
与
状
が
謀
書
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
は
及
び
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
得
る
。
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以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
る
中
で
、【
史
料
9
】
に
関
し
て
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
る
私
和
与
の
語
は
、
当
該
和
与
を
め
ぐ
る
両
当
事
者
の
主
張
の
是
非
を
判
断
す
る
立
場
に
あ
っ
た
裁
判

所
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
敢
え
て
私
和
与
の
語
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
そ
れ
が
「
未
だ
に
認
可
の
下
知

を
得
て
い
な
い
和
与
」
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
当
事
者
に
よ
っ
て
何
時
で
も
改
変
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た

和
与
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
幕
府
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
際
の
前
提
と
し
て
、
一
方
当
事
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
和
与
の
内
容
を
示
す
文
書
に
つ
い
て
私
和

与
で
あ
る
と
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
事
例
（
次
掲
【
史
料
11
】）
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

【
史
料
11
】
）
11
（

　

薩
摩
國
比
志
嶋
孫
太
郎
忠
範
法
師
法
名

佛
念
与
大
隅
左
京
進
宗
久
法
師
法
名

道
惠
代
道
慶
相
論
追
捕
刃
傷
打
擲
以
下
事

右
、
守
護
人
退
座
之
間
、
所
有
其
沙
汰
也
、
爰
佛
念
則
宗
久
令
請
所
、
比
志
嶋
名
惣
地
頭
軄
致
所
務
、
去
嘉
元
四
年
正
月
廿
七
日

差
遣
數
百
人
大
勢
於
佛
念
許
、
押
取
稻
參
陌
七
拾
余
束
・
米
陌
三
拾
余
石
・
錢
拾
三
貫
文
・
小
袖
十
八
其
外
色
々
資
材
物
、
刃
傷

下
人
藤
四
郎
男
、
令
打
擲
太
郎
以
下
所
從
等
之
由
、
備
進
追
捕
物
注
文
幷
下
手
人
交
名
等
、
可
被
行
其
咎
之
由
、
雖
申
之
、
胸
臆

不
實
之
旨
、
道
慶
論
申
之
處
、
不
立
申
實
證
歟
、
是
一
、
且
彼
比
志
嶋
名
事
、
爲
地
頭
進
止
之
否
、
前
地
頭
大
炊
助
入
道
敎
佛
与

佛
念
相
論
之
處
、
敎
佛
他
界
之
間
、
彼
跡
下
野
前
司
入
道
道（忠
宗
）義相
續
知
行
之
處
、
道
義
亦
死
去
畢
、
敎
佛
存
生
之
時
、
狼
籍
有
無

事
、
今
更
不
可
及
沙
汰
之
由
、
道
慶
所
申
亦
以
非
無
子
細
歟
、
是
二
、
加
之
、
如
道
慶
所
進
四
月
廿
三
日
付
延
慶

四　

佛
念
于
時
忠
範
狀
者
、

伊（宗
久
）作殿
比
志
嶋
惣
地
頭
軄
爲
請
所
知
行
之
時
、
就
被
致
非
法
狼
籍
、
雖
訴
申
、
御
口
入
之
間
、
止
訴
訟
畢
、
向
後
不
可
有
子
細
、

且
奉
行
所
仁
毛
此
樣
可
申
入
秦
兵
衞
入
道
殿
云
云
、
止
訴
訟
之
旨
、
先
年
乍
出
狀
、
立
還
及
姧
訴
之
条
、
無
謂
之
由
、
道
慶
申
之
處
、

不
實
之
旨
、
載
重
狀
之
間
、
於
引
付
之
座
、
被
披
見
之
處
、
爲
私
和
与
之
間
、
難
被
許
容
云
云
、
而
於
彼
狀
者
、
亦
〇奉行山
城
彦
太

（2266）
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郎
盛
倫
披
見
之
由
、
道
慶
雖
申
之
、
盛
倫
者
在
鎌
倉
之
間
、
不
及
被
尋
問
、
然
而
、
始
則
不
實
之
由
申
之
、
問
答
之
時
、
亦
承
伏

之
上
、
追
捕
狼
籍
爲
實
事
者
、
爭
依
他
人
口
入
、
輙
止
訴
訟
之
由
、
可
出
狀
哉
、
不
實
之
条
、
令
露
顯
歟
、
是
三
、
然
則
、
所
被

弃
捐
佛
念
訴
訟
也
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

嘉
暦
四
年
七
月
五
日

�

修
理
（
北
條
英
時
）

亮
平
朝
臣
（
花
押
）　

　

当
該
事
例
に
お
い
て
、
訴
人
は
薩
摩
国
比
志
嶋
孫
太
郎
忠
範
法
師
（
法
名
佛
念
）
で
あ
り
、
論
人
は
大
隅
左
京
進
宗
久
法
師
（
法
名

道
恵
）
代
道
慶
で
あ
る
と
と
も
に
、
訴
訟
の
対
象
は
追
捕
刃
傷
打
擲
以
下
事
で
あ
る
。
ま
た
、
守
護
人
退
座
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鎮
西

の
裁
判
所
に
お
い
て
沙
汰
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
当
該
文
書
に
記
さ
れ
る
お
お
よ
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と

に
し
よ
う）
11
（

。

　

第
一
に
、
論
人
は
比
志
嶋
名
惣
地
頭
職
を
請
所
し
て
所
務
を
行
っ
て
い
た
が
、
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
正
月
廿
七
日
、
数
百
人
の

大
勢
を
訴
人
の
も
と
に
差
し
遣
わ
し
、
稲
参
百
七
拾
余
束
、
米
百
参
拾
余
石
、
銭
拾
三
貫
文
、
小
袖
十
八
、
其
他
色
々
資
材
物
を
押
し

取
る
と
と
も
に
、
下
人
藤
四
郎
男
を
刃
傷
し
た
上
に
太
郎
以
下
の
所
従
等
を
打
擲
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
、
訴
人
は
そ
の
こ
と
に
関
し

て
追
捕
物
注
文
並
び
に
下
手
人
の
交
名
等
を
作
成
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
（
鎮
西
の
裁
判
所
に
カ

）
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
論
人
を
そ

の
咎
に
行
う
よ
う
訴
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
論
人
は
、
訴
人
の
主
張
は
胸
臆
で
あ
る
と
反
論
し
た
が
、
こ
の
反
論
に
対
し

て
訴
人
は
確
た
る
実
証
を
も
っ
て
再
反
論
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
比
志
嶋
名
が
地
頭
進
止
の
対
象
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
か
つ
て
前
地
頭
大
炊
助
入
道
教
佛
と
佛
念
（
当
該
訴
人
）
が

争
っ
た
が
、
教
佛
が
他
界
し
た
の
で
、
そ
の
跡
を
受
け
た
下
野
前
司
入
道
道
義
（
忠
宗
）
が
相
続
し
知
行
し
た
も
の
の
、
道
義
も
ま
た

死
去
し
て
し
ま
っ
た
。
既
に
他
界
し
て
い
る
教
佛
が
存
命
し
て
い
る
間
に
狼
藉
事
件
が
起
こ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
裁

（226（）
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判
の
場
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
論
人
の
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

第
三
に
、
論
人
は
訴
人
作
成
の
四
月
廿
三
日
附
（
付
年
号
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
））
の
文
書
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
が
、
そ
れ
は
お

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
伊
作
宗
久
殿
（
当
該
論
人
）
が
比
志
嶋
名
惣
地
頭
職
を
請
所
し

知
行
し
て
い
た
時
に
非
法
狼
藉
を
は
た
ら
き
ま
し
た
の
で
、
私
（
訴
人
）
は
そ
の
こ
と
を
（
鎮
西
に
カ

）
訴
え
ま
し
た
け
れ
ど
も
、（
秦

兵
衛
入
道
殿
の
カ

）
御
口
入
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訴
訟
を
止
め
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
い
ま
か
よ
う
に
訴
訟
を
止
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今
後
あ
ら
た
め
て
訴
え
出
る
よ
う
な
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ま
た
、
奉
行
所
に
対
し
て
も
、
御
口
入
に

よ
り
訴
訟
を
止
め
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
を
報
告
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。
秦
兵
衛
入
道
殿
（
宛
所
カ

）」
と
。

　

第
四
に
、
訴
人
は
先
年
、
訴
訟
を
止
め
る
と
い
う
趣
旨
を
か
よ
う
な
文
書
に
認
め
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
内
容
に
反
し
て
姧
訴
に
及

ん
で
い
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
論
人
が
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
訴
人
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
を
文
書
に
認
め
る
こ
と
に
よ
り

訴
訟
を
止
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
の
は
不
実
で
あ
る
と
重
ね
て
文
書
に
記
し
て
主
張
し
た
。
そ
こ
で
、（
鎮
西
に
お
け
る
カ

）
当
該
担

当
引
付
が
い
ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
訴
人
が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
文
書
を
披
見
し
た
と
こ
ろ
、（
正
式
な
形
式
の
和
与
状
を

作
成
し
た
上
で
こ
れ
を
両
当
事
者
が
交
わ
す
こ
と
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
に
よ
る
認
可
が
与
え
ら
れ
る
に
は
い
た
っ

て
い
な
い
）
私
和
与
で
あ
る
の
で
、
裁
判
所
と
し
て
当
該
文
書
の
内
容
を
追
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
の
判
断
が
下
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
論
人
は
、
訴
人
作
成
の
当
該
文
書
は
担
当
奉
行
人
で
あ
る
山
城
彦
太
郎
盛
倫
が
承
知
し
て
い
る
と
主
張
す
る

け
れ
ど
も
、
裁
判
所
は
、
盛
倫
は
鎌
倉
に
居
る
の
で
仔
細
を
尋
問
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
。

　

第
五
に
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
訴
人
は
最
初
に
、
訴
訟
を
止
め
た
こ
と
は
事
実
で
は
な
い
と
主
張
し
て
お
き
な
が
ら
、
後
に
引
付

で
問
答
が
行
わ
れ
た
際
に
は
訴
訟
を
止
め
た
こ
と
を
認
め
る
な
ど
、
主
張
の
内
容
が
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
よ

う
な
状
況
に
鑑
み
る
と
き
、
論
人
が
追
捕
狼
藉
を
は
た
ら
い
た
こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
者
に
よ
る
口
入
が
行
わ
れ

た
だ
け
で
容
易
く
訴
訟
を
止
め
て
、
そ
の
旨
を
記
し
た
文
書
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
紛
争
を
収
拾
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
果
た
し

（2264）
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て
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
訴
人
の
い
う
追
捕
狼
藉
は
そ
も
そ
も
生
じ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
露
顕
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

裁
判
所
は
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
理
解
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
訴
人
佛
念
の
訴
訟
を
棄
捐
す
る
と
い
う
判
断
を
導
く

に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
、
訴
人
が
当
該
訴
訟
を
止
め
る
意
思
を
表
明
し
た
証
拠
文
書
と
し
て
論
人
が
提
出
し
て
来
た
と
こ
ろ

の
、
訴
人
が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
私
和
与
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
す
中
で
、
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
が
推
測
さ
れ
る
。

　

次
に
、
以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
該
私
和
与
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

論
人
が
提
出
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
、
訴
人
が
訴
訟
を
止
め
る
際
に
認
め
た
と
さ
れ
る
文
書
は
、
口
入
を
行
っ
た
人
物
と
推
測
さ
れ
る

「
秦
兵
衞
入
道
殿
」
を
宛
所
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。【
史
料
11
】
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
当
該
文
書
の
内
容
は
、

あ
く
ま
で
要
点
の
み
が
抄
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
原
文
書
（
現
存
せ
ず
）
に
は
さ
ら
に
詳
細
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
該
文
書
（
正
文
あ
る
い
は
写
し
）
は
、
口
入
人
を
通
じ
て
論
人
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
訟
手
続
の
進
行
中
に
口
入
を
行
っ
た
人
物
に
対
し
て
、
一
方
当
事
者
が
口
入
を
受
け
入
れ
訴
訟
を

止
め
る
意
思
を
表
明
す
る
際
に
み
ら
れ
る
状
況
は
、
次
に
引
用
す
る
【
史
料
12
】
に
関
し
て
み
ら
れ
る
状
況
が
参
考
に
な
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

【
史
料
12
】
）
11
（

（
端
書
）

「
基
員
守
護
御
代
田
内
左
衛
門
尉
宗
経
許
遣
狀
但
正
文
紛
失
間
基
員
謀
書
之
由
難
申
狀
也
」

宮
田
庄
預
所
被
訴
申
候
西
善
主
従
間
事
、
爲
御
口
入
被
止
訴
訟
候
之
条
、
恐
悦
無
極
候
、
此
上
者
、
当
庄
山
野
草
木
立
野
立
林
之

外
者
、
自
宮
田
庄
雖
被
伐
之
候
、
不
可
及
制
止
候
、
又
宮
田
庄
要
水
流
末
徒
落
来
候
毛
、

給
候
者
、
旁
々
本
望
候
歟
、
自
今
以

（2263）
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後
大
方
和
与
之
儀
、於
彼
庄
諸
事
不
可
存
疎
略
候
、若
背
此
旨
之
時
者
、立
還
又
被
致
訴
訟
候
事
毛
、無
力
事
候
歟
、得
此
御
意
猶
々

可
然
之
樣
、
御
口
入
候
者
、
可
爲
面
目
本
意
候
也
、
恐
々
謹
言

　
　

弘
安
二
年
四
月　

日　

�

大
山
庄
地
頭
左
衛
門
尉
源
基
員　

謹
上　

捧
田
内
左
衛
門
尉
殿

　
【
史
料
12
】
は
六
波
羅
に
お
け
る
訴
訟
手
続
の
進
行
中
、
和
与
を
懇
望
し
た
論
人
（
大
山
荘
地
頭
）
が
そ
れ
を
受
け
て
口
入
を
行
っ
た

守
護
代
官
（
捧
田
内
左
衛
門
尉
）
に
対
し
て
渡
し
た
文
書
（
口
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
具
体
的
な
解
決
方
法
を
記
す
と
と
も
に
、
こ
れ
へ
の
誓

約
を
も
記
し
た
請
文
）
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
実
質
的
に
和
与
状
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。【
史
料
12
】
は
口
入
人
で
あ

る
守
護
代
官
を
通
じ
て
訴
人
（
宮
田
荘
預
所
）
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
応
諾
し
た
訴
人
は
守
護
代
官
に
よ
る
訴
人
宛

の
文
書
お
よ
び
【
史
料
12
】
と
と
も
に
、
訴
人
と
し
て
訴
訟
を
止
め
る
旨
を
記
し
た
文
書
を
六
波
羅
の
担
当
奉
行
人
に
対
し
て
送
付
し

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
論
人
が
【
史
料
12
】
に
違
背
し
た
行
動
を
取
っ
た
と
し
て
訴
人
（
宮
田
荘
預
所
）

が
再
度
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
訴
訟
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
訴
人
は
、【
史
料
12
】
に
関

し
て
論
人
（
大
山
荘
地
頭
）
と
の
間
に
和
与
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
文
書
と
し
て
位
置
付
け
る
一
方
、
論
人
が
そ
れ
に
違
背
し

た
こ
と
を
非
難
し
裁
判
所
に
よ
る
処
断
を
要
求
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
論
人
の
方
は
、
訴
人
側
は
【
史
料
12
】
の
正
文
を
紛
失
し
て
お

り
案
文
の
み
を
提
出
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
文
書
は
謀
書
で
あ
る
と
の
反
論
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
、

当
該
文
書
は
正
式
な
和
与
状
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
認
可
す
る
（
守
護
あ
る
い
は
六
波
羅
の
）
裁
許
状

が
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
私
和
与
で
あ
る
と
の
主
張
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る

最
終
的
な
判
断
の
内
容
こ
そ
不
明
で
は
あ
る
が
、
現
存
す
る
訴
陳
状
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
文
書
の
中
に
私
和
与
の
語
は
見
出
さ
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
訴
訟
当
事
者
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ
り
私
和
与
で
あ
る
と
の
指
摘
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

在
判

（2262）
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と
こ
ろ
で
、【
史
料
11
】
に
お
い
て
は
結
果
と
し
て
、
訴
人
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
、
論
人
に
よ
る
追
捕
狼
藉
事
件
は
生
じ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
論
人
が
証
拠
文
書
と
し
て
提
出
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
、
口
入
に
よ
り

論
人
の
非
法
狼
藉
に
対
す
る
処
断
を
要
求
す
る
訴
訟
を
中
止
す
る
と
い
う
趣
旨
で
訴
人
が
作
成
し
た
延
慶
四
年
四
月
廿
三
日
附
の
文
書

の
内
容
も
ま
た
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
結
果
と
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
訴
人
作
成
の
も
の
と
さ
れ
る
当
該
文
書
に

つ
い
て
、
訴
人
が
謀
書
で
あ
る
と
非
難
し
な
か
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。【
史
料
12
】
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
が

請
文
の
形
式
を
と
る
に
せ
よ
、
担
当
奉
行
人
が
承
知
し
て
い
る
和
与
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
和
与
の
事
実
を
主

張
す
る
訴
人
（
宮
田
荘
預
所
）
に
対
し
て
、
こ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
論
人
（
大
山
荘
地
頭
）
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
当
該
文
書
が
謀
書

で
あ
る
と
反
論
す
る
こ
と
が
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
論
人
は
現
実
に
そ
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
【
史
料
11
】
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
論
人
の
追
捕
狼
藉
を
非
難
し
処
断
を
要
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
訴
人
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
論
人
の
非
法
に
よ
り
か
よ
う
な
事
件
が
生
じ
た
と
い
う
事
実
が
当
該
文
書
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
限
り
、
当
該
文
書

は
自
ら
の
主
張
を
根
拠
付
け
る
も
の
と
な
り
得
た
の
で
あ
り
、
口
入
に
よ
り
訴
訟
を
止
め
る
に
い
た
っ
た
か
否
か
は
次
な
る
問
題
で
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
が
判
示
す
る
通
り
、
そ
も
そ
も
当
該
事
件
が
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
最
終

的
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
の
訴
訟
手
続
過
程
に
お
い
て
、
当
該
事
件
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
論
人
の
処
断

を
要
求
し
よ
う
と
し
た
訴
人
は
、
論
人
の
非
法
の
事
実
を
訴
人
自
ら
が
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
こ
ろ
の
、
謀
書
で
あ
る
と
の
主
張

は
敢
え
て
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
当
該
文
書
を
、
論
人
が
提

出
す
る
に
い
た
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
文
書
に
拘
る
論
人
は
、
奉
行
人
（
盛
倫
）
が
当
該
文
書
の
こ

と
を
承
知
し
て
い
る
と
ま
で
訴
え
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず）
11
（

、
裁
判
所
は
当
該
奉
行
人
が
鎌
倉
に
居
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
調
査
を
拒
否

（2261）
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し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
が
、
裁
判
所
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
当
該
和
与
に
関
す
る
事
実
の
究
明
を
行
お
う
と
し
な
か
っ
た
の

か
は
不
明
と
す
る
以
外
に
な
い
。
そ
の
上
で
い
ま
、
裁
判
所
が
判
示
し
て
い
る
結
論
を
額
面
通
り
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
人
が

不
実
の
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
に
非
法
の
事
実
の
な
い
こ
と
を
積
極
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ

た
論
人
は
、
訴
人
が
既
に
和
与
に
よ
り
訴
訟
を
止
め
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
す
当
該
文
書
（
作
成
経
緯
は
不
明
で
あ
る
）
を
速
や
か

に
提
出
し
、
訴
人
が
和
与
の
内
容
に
違
背
し
て
訴
訟
を
蒸
し
返
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
人
の
主
張
を
辛
う
じ
て

躱
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
訴
訟
当
事
者
の
主
張
あ
る
い
は
裁
判
所
が
下
し
た
判
断
に
お
い
て
私
和
与
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
少
し
く

検
討
を
試
み
る
に
い
た
っ
た
。

　

次
に
、
そ
も
そ
も
訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
と
い
う
形
が
取
ら
れ
な
い
中
で
、
両
当
事
者
が
主
体
的
に
交
渉
を
行
う
こ
と
に
よ

り
紛
争
の
解
決
を
図
っ
た
際
に
成
立
し
た
和
与
）
11
（

は
、
後
に
行
わ
れ
る
訴
訟
手
続
の
上
で
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
認
可
す
る
裁
許
状
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
直
ち
に
私
和
与
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
和
与
に
関
す
る
訴
訟
当
事
者
あ
る
い
は
裁
判
所
の
認
識
を
明
ら
か
に

す
べ
く
、
少
し
く
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

（
4
）　
訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
両
当
事
者
の
主
体
的
な
交
渉
が
行
わ
れ
る
中
で
成
立
し
た
和
与
に
関
し

て
、
後
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
訴
訟
手
続
に
お
け
る
取
り
扱
い
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
事
例

　

そ
も
そ
も
訴
え
が
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
、両
当
事
者
の
間
で
主
体
的
な
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
和
与
が
成
立
し
、

和
与
状
が
交
わ
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
後
に
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
当
事
者
あ
る
い
は
裁
判
所
は
当
該
和
与
に
関

し
て
い
か
な
る
認
識
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。【
史
料
13
】
を
素
材
と
し
て
、
少
し
く
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（2260）
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【
史
料
13
】
）
11
（

白
魚
九
郎
入
道
行
覺
与
峯
源
藤
五
貞
相
論
肥
前
國
小
値
賀
浦
部
嶋
内
佐
保
白
魚
兩
浦
事
、

右
、
訴
陳
之
趣
、
雖
多
子
細
、
所
詮
、
如
行
覺
申
者
、
當
嶋
者
、
曾
祖
父
玄
城
房
尋
覺
之
所
領
也
、
而
以
小
値
賀
嶋
、
讓
于
嫡
子

通
澄
本
名
通
高
、
通
澄
讓
輿
于
養
子
峯
源
藤
二
持
貞
高
祖
父
、
至
浦
部
嶋
者
、
讓
給
二
男
家
高
法
師
法
名
西
念
間
、
⒜
至
下
沙
汰
者
、
覺
圓
不
可
有
相

違
由
、
去
暦
仁
元
年
十
二
月
廿
五
日
就
出
兩
方
和
與
狀
、
持
子
息
湛
貞
祖
父

与
覺
圓
、
又
不
可
違
暦
仁
和
與
狀
旨
、
建
長
七
年
九
月

六
日
重
出
和
與
狀
畢
、
爰
湛
背
彼
狀
、
押
領
下
地
間
、
覚
圓
子
息
能
高
行
覺
伯
父
参
訴
關
東
之
刻
、
⒝
任
暦
仁
建
長
和
與
狀
、
云
湛
、
云

能
高
、
可
領
掌
旨
、
被
成
文
永
九
年
五
月
十
日
御
下
知
、
同
十
年
九
月
一
日
守
彼
御
下
知
、
可
領
掌
由
、
被
下
御
教
書
於
能
高
間
、

佐
保
白
魚
兩
浦
等
爲
彼
和
與
之
内
、
自
覺
圓
至
行
覺
、
知
行
無
相
違
之
處
、
貞
不
叙
用
彼
御
下
知
、
押
領
當
浦
所
務
、
剩
去
正
安

三
年
冬
之
比
、
異
賊
凌竸來
事來
之
由
風
聞
之
間
、
爲
參
上
博
多
、
令
用
意
乘
船
之
處
、
貞
代
官
監
物
入
道
淨
蓮
差
遣
數
多
人
数
、
欲
令

漕
取
間
、
令
申
子
細
仁
依
天
、
打
入
行
覺
下
人
次
郎
太
郎
男
於
海
、
与
恥
辱
之
条
無
其
謂
、
早
被
停
止
所
務
押
領
、
可
被
行
狼
藉

科
云
々
、
如
貞
陳
狀
者
、
浦
部
嶋
者
小
値
賀
内
也
、
佐
保
白
魚
者
浦
部
嶋
之
内
也
、
而
小
値
賀
嶋
地
頭
職
者
、
爲
貞
囊
祖
松
浦
源

四
郎
大
夫
直
所
領
之
處
、
直
讓
于
當
嶋
於
子
息
十
郎
連
法
名

定
西
、
連
讓
与
于
貞
高
祖
父
峯
源
藤
二
持
畢
、
爰
連
論
敵
玄
城
房
尋
覚
以

小
値
賀
嶋
、
讓
于
嫡
子
通
澄
、
割
分
浦
部
嶋
、
雖
令
配
分
于
二
男
家
高
法
名

覚
圓
、
後
日
悔
返
之
、
爲
小
値
賀
嶋
内
而
讓
与
于
通
澄
畢
、�

通
澄
令
寄
附
持
間
、
就
兩
流
之
相
傳
、
承
久
三
年
五
月
廿
六
日
賜
關
東
御
下
文
、
安
貞
二
年
三
月
十
三
日
預
御
下
知
畢
、
加
之
、

寛
元
四
年
十
一
月
廿
二
日
重
給
御
下
文
、
知
行
經
數
十
年
後
、
讓
与
件
所
々
於
孫
子
峯
又
五
郎
湛
間
、
湛
知
行
之
時
、
當
嶋
鷹
嶋

源
三
滿
就
出
非
論
、
番
訴
陳
、
正
元
元
年
七
月
十
六
日
湛
預
御
下
知
之
上
、
文
永
八
年
十
一
月
廿
五
日
・
弘
安
四
年
後
七
月
三
日

重
給
御
下
文
、
讓
于
子
息
源
五
郎
答
之
間
、
所
令
相
傳
于
貞
也
、
⒞
而
覺
圓
對
于
持
、
令
所
望
浦
部
嶋
下
沙
汰
依
天
、
暦
仁
元
年

持
給
与
下
沙
汰
之
充
文
於
覺
圓
畢
、
如
彼
狀
者
、
覺
圓
幷
子
息
太
郎
號
能
高

世
滿
天
不
可
有
相
違
云
々
、
湛
与
覺
圓
又
建
長
七
年
和
与

之
時
、
子
細
同
前
、
随
而
任
暦
仁
建
長
之
和
与
狀
、
可
致
沙
汰
之
由
、
文
永
九
年
所
成
御
下
知
也
、
所
載
彼
和
与
狀
者
、
限
于
覺

（
与
カ
）
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圓
能
高
二
代
也
、
行
覺
者
非
所
載
于
和
与
狀
之
能
高
子
孫
、
所
謂
能
高
舎
弟
彌
二
郎
弘
高
子
息
也
、
且
弘
高
者
貞
祖
父
湛
爲
佐
保

白
魚
代
官
、
令
召
仕
之
處
、
無
沙
汰
之
間
、
令
改
易
之
刻
、
如
元
可
充
給
之
旨
、
捧
自
筆
怠
狀
畢
、
行
覺
者
爲
當
浦
住
人
、
勤
細
々

公
事
、
不
背
貞
命
之
處
、
今
及
敵
對
之
条
存
外
也
、
次
代
官
淨
蓮
差
遣
人
勢
、
擬
令
漕
取
兵
船
、
打
入
二
郎
太
郎
男
於
海
由
事
、

無
跡
形
不
實
也
、
胸
臆
浮
言
不
及
御
信
用
、
早
被
棄
捨
濫
訴
、
可
被
行
地
頭
敵
對
之
科
云
々
、
爰
兩
方
所
帶
證
文
幷
御
下
文
・
御

下
知
等
子
細
雖
區
、
所
詮
、
⒟

如
暦
仁
元
年
十
二
月
廿
五
日
持
和
与
狀
者
、
宇
野
御
厨
御
庄
小
値
賀
嶋
内
浦
部
之
間
事
、
於
下
沙

汰
者
、
入
道
殿
太
郎
殿
滿
天
仁
毛
不
可
有
相
違
、
此
上
者
互
仁
不
可
變
改
候
、
若
人
能
凶
害
仁
依
天
毛
、
變
改
候
天
、
不
可
違
乱
候
云
々
、

以
和
字
摸
漢
字

取
詮
、
略
之

、
⒟

如
同
日
西
念
改
覺

圓

狀
者
、
加
樣
被
仰
候
仁
依
天
、
於
浦
部
地
頭
職
者
、
爲
峯
源
藤
二
殿
御
沙
汰
末
加
末
滿
天
毛
不
可
有

相
違
候
、
此
上
互
仁
不
可
變
改
候
、
然
者
、
若
人
能
凶
害
仁
依
天
毛
、
爲
入
道
身
致
違
乱
候
共
、
更
仁
不
可
承
引
候
云
々
、
同
前
、⒠
如

建
長
九
年
九
月
六
日
湛
和
与
狀
者
、
肥
前
國
宇
野
御
厨
御
庄
小
値
賀
嶋
内
浦
部
間
事
、
暦
仁
元
年
十
二
月
廿
五
日
故
殿
書
替
狀
仁

者
、
湛
末
加
末
滿
天
毛
不
可
變
改
候
、
若
人
能
凶
害
仁
依
天
變
改
候
天
違
亂
出
候
之
時
者
、
全
不
可
承
引
候
云
々
、
同
前
、
⒠
如
同
日
覺
圓

狀
者
、
互
仁
被
仰
申
候
仁
依
天
、
入
道
毛
末
加
末
滿
天
毛
不
可
變
改
候
、
又
人
乃
凶
害
仁
依
天
毛
、
變
改
出
來
候
之
時
者
、
全
不
可
承
引

候
云
々
、
同
前
、
同
八
年
八
月
廿
一
日
同
人
狀
者
、
譲
渡
二
男
弥
次
郎
弘
高
仁
佐
保
・
白
魚
、
此
二
浦
仁
於
幾
天
波
、
弥
次
郎
弘
高
仁
讓

渡
畢
云
々
、
同
前
、
⒡
如
文
永
九
年
五
月
十
日
關
東
御
下
知
者
、
峯
又
五
郎
湛
申
、
肥
前
國
小
値
賀
島
内
浦
部
嶋
地
頭
職
事
、
右
、
越

訴
之
趣
子
細
雖
多
、
所
詮
、
浦
部
嶋
下
沙
汰
者
、
暦
仁
元
年
持
避
与
西
念
畢
、
湛
亦
建
長
七
年
同
所
出
避
狀
也
、
至
地
頭
職
者
、

持
・
湛
之
知
行
不
可
有
相
違
旨
、
暦
仁
・
建
長
覚
圓
出
狀
畢
、
然
則
、
任
暦
仁
・
建
長
和
与
狀
、
云
湛
、
云
能
高
、
無
相
違
可
令

領
掌
云
々
、
取
詮
、
⒢
如
同
十
年
九
月
一
日
被
下
能
高
之
御
教
書
者
、
肥
前
國
小
値
賀
嶋
内
浦
部
嶋
地
頭
職
事
、
峯
又
五
郎
湛
去
年
五

月
十
日
預
御
下
知
畢
、
至
下
沙
汰
者
、
且
守
彼
御
下
知
、
且
任
暦
仁
・
建
長
和
与
狀
、
可
令
領
掌
云
々
者
、
如
是
等
狀
者
、
⒣
持

貞
高
祖
父
幷
湛
貞
祖
父

与
覺
圓
行
覺
祖
父
相
論
之
刻
、
於
地
頭
職
者
、
持
・
湛
知
行
之
、
至
下
沙
汰
者
、
覺
圓
領
知
不
可
有
相
違
之
由
、
暦
仁
・

建
長
相
互
出
和
与
狀
之
間
、
任
兩
度
和
与
狀
、
云
湛
、
云
能
高
、
可
領
掌
之
旨
、
文
永
御
下
知
被
成
之
由
、
所
見
也
、
仍
至
彼
兩

―
１

―
２

―
１

［
七
カ
］

―
２
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浦
下
沙
汰
者
、
爲
和
与
内
、
覺
圓
去
建
○長
八
年
八
月
廿
一
日
讓
与
行
覺
亡
父
弘
高
法
師
法
名
西
佛
之
間
、
任
文
永
之
御
下
知
、
相
傳
知
行

之
處
、
貞
押
領
之
旨
、
行
覺
訴
申
之
刻
、
所
被
○載
御
下
知
之
、
暦
仁
・
建
長
和
与
狀
者
、
限
于
覺
圓
幷
能
高
二
代
之
由
、
貞
雖
陳
之
、

如
持
狀
者
、
入
道
殿
覺圓
・
太
郎
殿
能高
世
滿
天
仁
毛
不
可
有
相
違
之
由
載
之
、
如
湛
狀
者
、
故
殿
能
書
替
狀
於
波
、
湛
末
加
末
滿
天
毛
不
可
變
改

云
々
、
⒤
不
限
二
代
之
旨
、
行
覺
所
申
、
非
無
其
謂
、
次
如
五
月
廿
五
日
附
文
永
四
、
弘
高
狀
者
、
京
上
志
天
候
跡
仁
、
佐
保
・
白
魚
仁
地
頭

御
代
官
入
佐
世
給
天
候
之
由
、
自
筑
紫
申
上
天
候
、
前
々
毛
限
候
地
頭
御
得
分
於
波
、
沙
汰
進
候
事
仁
天
古
曾
候
惠
、
自
是
後
毛
限
候

御
得
分
於
波
、
可
沙
汰
進
候
人
能
見
候
所
毛
候
、
御
代
官
於
波
可
給
候
云
々
、
以
和
字

摸
漢
字
、
湛
以
弘
高
、
爲
佐
保
・
白
魚
代
官
、
令
召
仕
之�

刻
、
無
沙
汰
之
間
、
改
替
之
時
、
捧
自
筆
怠
狀
之
旨
、
貞
同
雖
陳
之
、
就
和
漢
弘
高
不
足
右
筆
之
間
、
自
筆
之
段
不
實
也
、
爲
謀

書
之
由
、
行
覺
申
之
、
雖
須
被
糺
明
眞
僞
、
如
附
年
号
者
、
文
永
四
年
云
々
、
爲
文
永
九
年
御
下
知
以
前
狀
之
間
、
不
能
糺
明
實
否
、

加
之
、
覺
圓
書
狀
等
數
通
、
貞
雖
備
進
之
、
非
肝
要
之
上
、
子
細
同
前
、
⒥
然
則
、
於
佐
保
・
白
魚
兩
浦
地
頭
職
者
、
貞
知
行
不

可
有
相
違
、
至
下
沙
汰
者
、
且
任
暦
仁
・
建
長
持
・
湛
和
与
狀
、
且
守
文
永
九
年
御
下
知
・
同
十
年
御
敎
書
等
、
停
止
貞
押
妨
、

可
令
行
覺
領
知
、
次
以
本
主
子
孫
弘
高
、
稱
代
官
、
以
行
覺
、
號
當
浦
住
人
之
条
、
貞
不
遁
惡
口
咎
之
旨
、
行
覺
雖
申
之
、
於
下

沙
汰
者
、
能
高
可
領
知
之
由
、
就
被
載
關
東
御
下
知
、
存
地
頭
与
名
主
之
礼
儀
歟
之
間
、
代
官
幷
住
人
之
旨
、
令
申
之
条
、
非
指

惡
口
之
間
、
不
及
沙
汰
、
次
貞
代
官
淨
蓮
差
遣
數
多
人
勢
、
欲
令
漕
取
兵
船
、
打
入
行
覺
下
人
次
郎
太
郎
男
於
海
、
与
恥
辱
之
旨
、

行
覺
同
雖
申
之
、
不
實
之
由
、
貞
論
申
之
上
、
非
指
喧
嘩
之
間
、
同
前
矣
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

正
和
四
年
六
月
二
日

�

前
上
總（北
條
政
顯
）

介
平
朝
臣
（
花
押
）　

　
【
史
料
13
】
は
、「
小
値
賀
浦
部
嶋
内
佐
保
・
白
魚
兩
浦
」
に
お
け
る
下
沙
汰
職
（
し
た
の
さ
た
し
き
）
と
い
う
地
頭
峯
氏
の
代
官
的

な
地
位
を
脱
し
て
、
峯
氏
と
対
等
な
地
頭
・
御
家
人
と
し
て
新
た
に
独
立
を
図
ろ
う
と
す
る
白
魚
行
覺
（
訴
人
）
が
、
当
該
両
浦
を
含

（22（7）
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む
小
値
賀
嶋
全
体
に
対
し
て
影
響
力
を
及
ぼ
す
地
頭
職
を
知
行
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
峯
源
藤
五
貞
（
論
人
）
を
相
手
取
り
、
論

人
が
訴
人
に
対
し
て
押
領
・
悪
口
を
は
た
ら
い
て
い
る
と
し
て
そ
の
非
法
を
訴
え
る
と
と
も
に
、「
早
被
停
止
所
務
押
領
、
可
被
行
狼

藉
科
」
こ
と
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
の）
11
（

、
嘉
元
年
間
の
十
一
年
に
も
及
ぶ
六
問
六
答
の
訴
陳
を
経
て
鎮
西
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
内

容
で
あ
る
。
そ
の
結
論
は
、
訴
人
の
期
待
に
反
し
て
、
小
値
賀
嶋
の
地
頭
職
は
論
人
の
知
行
を
認
め
る
こ
と
、
両
浦
の
下
沙
汰
職
は
こ

れ
ま
で
と
同
様
に
訴
人
が
領
知
す
る
こ
と
、
論
人
が
訴
人
の
こ
と
を
代
官
あ
る
い
は
住
人
な
ど
と
称
し
た
こ
と
は
悪
口
に
は
あ
た
ら
な

い
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
訴
人
が
実
質
的
に
敗
訴
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
結

論
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
は
、
暦
仁
お
よ
び
建
長
に
お
い
て
両
当
事
者
間
で
成
立
し
た
和
与
が
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
当
該
判
決
に
引
用
さ
れ
た
両
当
事
者
の
主
張
お
よ
び
「
兩
方
所
帶
證
文
幷
御
下
文
・
御
下
知
等
」
を
披
見
し
た
裁
判
所
の

判
断
の
内
容
に
注
目
し
な
が
ら
、
当
該
和
与
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
一
方
、
訴
訟
当
事
者
あ
る
い
は
裁
判
所
が
当
該
和
与
に
関
し

て
い
か
な
る
認
識
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
十
二
月
廿
五
日
附
の
和
与
状
が
両
当
事
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
際
に）
11
（

、
持
（
峯
源
藤
二
）
に
よ
る
和
与
状

で
は
「
小
値
賀
浦
部
嶋
内
佐
保
・
白
魚
兩
浦
」
に
お
け
る
下
沙
汰
職
を
覺
圓
（
青
方
家
高
）
の
側
に
認
め
る
（「
入
道
殿
（
家
高
）
太
郎

殿
（
能
高
）
滿
天
仁
毛
不
可
有
相
違
」）
と
さ
れ
る
一
方
（
傍
線
部
⒜
・
⒟－

1
）、
覺
圓
（
法
名
西
念
）
に
よ
る
和
与
状
で
は
「
浦
部
地
頭
職
」

を
持
の
側
に
認
め
る
（「
爲
峯
源
藤
二
殿
御
沙
汰
末
加
末
滿
天
毛
不
可
有
相
違
候
」）
と
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
部
⒜
・
⒟－

2
）
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、持
の
主
張
に
拠
れ
ば
、覺
圓
が
下
沙
汰
職
を
所
望
し
た
の
で
持
が
「
下
沙
汰
之
充
文
」
を
給
与
し
た
の
だ
と
い
う
（
傍
線
部
⒞
）。

こ
の
暦
仁
元
年
の
和
与
と
後
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
建
長
七
年
の
和
与
に
つ
い
て
裁
判
所
（
関
東
）
は
、「
於
浦
部
嶋
下
沙
汰
者
、

暦
仁
元
年
持
避
与
西
念
畢
、
湛
亦
建
長
七
年
同
所
出
避
狀
也
、
至
地
頭
職
者
、
持
・
湛
之
知
行
不
可
有
相
違
之
旨
、
暦
仁
・
建
長
覺
圓

出
狀
畢
」
と
述
べ
て
お
り
、
下
沙
汰
職
に
つ
い
て
は
持
・
湛
が
覺
圓
に
避
与
え
た
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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さ
ら
に
、
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
九
月
六
日
附
の
和
与
状
が
両
当
事
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
際
に
、
湛
（
峯
氏
）
に
よ
る
和
与
状

で
は
、
暦
仁
元
年
和
与
状
の
趣
旨
を
踏
襲
す
る
中
で
そ
れ
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
、
故
殿
（
持
）
が
「
湛
末
加
末
滿
天
毛
不
可
變

改
候
」
な
ど
の
文
言
を
附
し
て
暦
仁
元
年
和
与
状
の
書
替
状
）
1（
（

を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
一
方
（
傍
線
部
⒜
・
⒞
・
⒠－

1
）、

覺
圓
の
和
与
状
で
は
、「
入
道
（
覺
圓
＝
家
高
）
毛
末
加
末
滿
天
毛
不
可
變
改
候
」
な
ど
の
文
言
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
傍
線

部
⒠－

2
）。

　

こ
の
後
の
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
頃
、「
湛
背
彼
狀
、
押
領
下
地
」
と
い
う
状
況
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
（
傍
線
部
⒜
）、
覺
圓
（
西
念
）

子
息
能
高
と
湛
が
得
分
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
（
関
東
）
は
、「
湛
則
或
非
西
念
領
之
由
申
之
、
或
不
嫌
得
分
旨
稱
之
、

申
狀
變
々
矯
餝
也
、
西
念
亦
雖
帶
次
第
證
文
、
不
給
安
堵
御
下
文
、
和
与
他
人
之
間
、
兩
方
共
以
不
足
知
行
之
仁
、
仍
可
爲
闕
所
」
と

し
て
、
両
当
事
者
に
は
闕
所
と
い
う
大
変
厳
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
湛
は
越
訴
を
提
起
す
る
に
い
た
っ

た
こ
と
が
分
か
る
（「
峯
又
五
郎
湛
申
肥
前
國
小
値
賀
嶋
内
浦
部
嶋
地
頭
職
事　

右
、
越
訴
之
趣
子
細
雖
多
、
所
詮
…
…
」）。
文
永
九
年
五
月

十
日
附
で
湛
に
下
さ
れ
た
当
該
越
訴
に
対
す
る
判
決
（
関
東
下
知
状
）
の
内
容
（
傍
線
部
⒝
・
⒡
）
は
、「
得
持
・
湛
之
避
狀
等
、
西
念

領
知
下
沙
汰
之
間
、
被
爲
闕
所
之
条
、
頗
以
相
違
歟
、
然
則
、
任
暦
仁
・
建
長
和
与
狀
等
、
云
湛
、
云
能
高
、
無
違
乱
可
令
領
掌
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
覺
圓
（
西
念
）
に
認
め
ら
れ
た
下
沙
汰
職
を
能
高
に
認
め
る
と
と
も
に
、
地
頭
職
を
湛
に
認
め
る

と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
暦
仁
・
建
長
和
与
状
の
内
容
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
中
で
、
闕
所
の
状
態
は
解
消
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、当
該
下
知
状
を
受
け
て
能
高
に
は
同
十
年
九
月
一
日
附
の
関
東
下
知
状
が
下
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
れ
に
は
、
地
頭
職
に
つ
い
て
は
前
年
下
付
さ
れ
た
関
東
下
知
状
に
お
い
て
湛
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
下
沙
汰
職
に
つ
い
て
は
前
年
の

関
東
下
知
状
お
よ
び
暦
仁
・
建
長
の
和
与
状
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
部
⒢
）。

　

最
終
的
に
鎮
西
の
裁
判
所
は
、
暦
仁
・
建
長
の
和
与
状
に
お
い
て
地
頭
職
は
持
・
湛
に
認
め
ら
れ
る
一
方
、
下
沙
汰
職
は
覺
圓
に
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
（
そ
の
際
に
は
、
覺
圓
・
能
高
の
二
代
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
＝
傍
線
部
⒤
）、
そ
し
て
、
文
永

（22（（）
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九
年
・
同
十
年
の
御
下
知
に
お
い
て
両
度
の
和
与
状
に
基
づ
い
て
両
当
事
者
が
領
掌
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
（
傍
線
部
⒣
・
⒥
）。

　

以
上
、
暦
仁
・
建
長
の
和
与
状
の
内
容
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
訴
訟
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
の
認
識
に
つ
い
て
考
察
を
試
み

る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
理
解
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
覺
圓
の
下
沙
汰
職
を
認
め
た
持
・
湛
の
和
与
状
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
避
状
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
文

永
九
年
の
下
知
状
に
お
い
て
判
明
す
る
。

　

第
二
に
、
両
和
与
は
、
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
す
る
中
で
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
文
永
五
年
の
裁
許
を
経
て
文
永
九
年
に
湛

の
越
訴
を
認
め
る
趣
旨
の
下
知
状
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
幕
府
裁
判
所
か
ら
当
該
和
与
を
認
可
す
る
趣
旨
の
下
知
状
は
発
給
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
三
に
、し
か
し
な
が
ら
、文
永
九
年
の
裁
許
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、両
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
は
当
該
両
和
与
の
こ
と
を
『
沙

汰
未
練
書
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
私
和
与
と
し
て
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
第
三
者
に
よ

っ
て
も
当
該
両
和
与
が
私
和
与
で
あ
る
と
の
主
張
は
行
わ
れ
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
両
当
事
者
は
当
該
両
和
与
に
関
し

て
、
一
方
当
事
者
が
改
変
す
れ
ば
、
他
方
当
事
者
も
改
変
し
破
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る）
11
（

、
当
時
の
訴
訟
当
事
者
が
得
て
い
た
私
和
与

に
関
す
る
一
定
の
認
識
は
有
し
て
い
た
も
の
の
、
現
実
に
は
当
該
和
与
を
改
変
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
出

る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
行
き
過
ぎ
た
推
測
で
あ
ろ
う
か）
11
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
永
九
年
の
裁
許
に
い
た
る
ま
で
両
当
事
者

は
基
本
的
に
、
暦
仁
・
建
長
の
和
与
状
そ
の
も
の
が
相
互
の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
四
に
、
暦
仁
・
建
長
の
和
与
状
は
文
永
九
年
お
よ
び
文
永
十
年
の
裁
許
に
お
い
て
そ
の
法
的
効
力
が
確
認
さ
れ
る
に
い
た
る
と
と

も
に
、
当
該
下
知
状
両
通
は
和
与
認
可
裁
許
状
の
形
式
こ
そ
取
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
両
当
事
者
に
お
い
て
は
当
該
和
与
状
両
通
を
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保
証
・
認
可
す
る
趣
旨
の
文
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
五
に
、
当
該
裁
許
に
い
た
る
訴
陳
の
過
程
に
お
い
て
論
人
貞
は
、「
任
暦
仁
・
建
長
之
狀
、
覺
圓
・
能
高
爲
下
沙
汰
、
而
乍
被
召

仕
于
代
官
、
令
背
申
暦
仁
・
建
長
狀
之
上
者
、
御
下
知
違
背
之
濫
訴
也
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
覺
圓
・
能
高
が
暦
仁
・
建
長

の
和
与
状
に
違
背
す
る
こ
と
は
御
下
知
違
背
に
あ
た
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
御
下
知
違

背
を
指
摘
す
る
論
人
は
、
文
永
九
年
・
同
十
年
の
下
知
状
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

第
六
に
、
鎌
倉
後
期
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
『
沙
汰
未
練
書
』
に
い
う
私
和
与
の
語
は
同
時
期
の
若
干
の
史
料
に

見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
初
見
は
文
永
〜
建
治
年
間
の
史
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
事
例
は
そ
れ
よ
り
も
前
の
時
期
に
あ
た
る

と
こ
ろ
の
、
鎌
倉
前
期
〜
中
期
に
お
け
る
和
与
を
め
ぐ
る
状
況
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
該

事
例
に
見
ら
れ
る
二
度
に
わ
た
る
和
与
で
は
い
ず
れ
も
、
両
当
事
者
は
互
い
に
合
意
内
容
を
十
分
に
承
知
し
た
上
で
同
日
附
の
和
与
状

両
通
を
作
成
し
交
換
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
和
与
を
認
可
す
る
裁
許
状
こ
そ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
和
与

そ
の
も
の
は
正
常
に
成
立
し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
っ
た
問
題
、
あ
る
い
は
和
与
状
の
形
式
や
内
容
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
後
に

争
い
が
生
じ
る
余
地
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
前
半
に
お
い
て
、
平
山
氏
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
訴
訟
当
事
者
か
ら
和
与
の
認
可
申
請
を
受
け
た
裁
判
所
が
認

可
手
続
（
審
査
）
を
行
っ
た
際
に
、「
和
与
を
許
容
し
な
い
」
と
の
判
断
を
下
し
た
と
さ
れ
る
四
つ
の
事
例
に
つ
い
て
少
し
く
再
検
討

を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
理
解
を
得
る
に
い
た
っ
た
。
①
【
史
料
1
】
に
関
し
て
は
、
一
方
当
事
者
の
悪
意
に

よ
り
相
手
方
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
当
事
者
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
和
与
の
成
立
が
企
て
ら
れ
、
相
手
方
当
事
者
が
知
ら
な
い
間
に
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認
可
申
請
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
態
の
生
じ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
得
る
が
、
裁
判
所
は
通
常
の
手
続
に
し
た
が
い
、
相
手
方
当
事
者
に

対
し
て
当
該
和
与
の
事
実
確
認
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
相
手
方
当
事
者
が
和
与
の
事
実
を
否
認
す
る
場
合
に
は
認
可
し
な
か
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
②
【
史
料
2
】
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
和
与
が
成
立
し
た
事
例
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
事

例
で
あ
る
こ
と
、
③
【
史
料
3
】
に
関
し
て
は
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
和
与
の
認
可
申
請
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
未
だ
に
認
可
の
下
知

状
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
「
不
給
御
下
知
状
」
と
い
う
文
言
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
裁
判
所
が
和
与

を
認
可
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
和
与
の
状
態
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
、④
【
史
料
4
】
に
見
ら
れ
る
「
不
可
依
私
和
与
」
と
い
う
当
事
者
の
主
張
は
、「
裁
判
所
が
認
可
の
下
知
を
与
え
な
い
結
果
」

私
和
与
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
が
認
可
の
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
私
和
与
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
山
氏
の
示
さ
れ
た
「
審
査
」
に
関
す
る
理
解
に
は
修
正
さ
れ
る
べ
き

点
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
い
た
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
平
山
氏
が
適
宜
参
照
さ
れ
て
い
る
石
井
良
助
博
士
の
著
書
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』（
弘
文
堂
書
房
、
一

九
三
八
年
）
に
お
い
て
は
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
審
査
の
問
題
に
、
平
山
氏
が
敢
え
て
注
目
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

平
山
氏
は
、
鎌
倉
幕
府
の
取
り
扱
っ
た
訴
訟
事
案
を
（
一
）
領
家
地
頭
の
相
論
・（
二
）
御
家
人
社
会
内
部
の
相
論
・（
三
）
御
家
人

と
非
御
家
人
或
は
凡
下
と
の
相
論
の
三
つ
に
分
類
し
た
上
で
、（
二
）
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
特
に

こ
の
う
ち
の
同
族
者
間
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
の
後
半
期
に
お
い
て
和
与
奨
励
に
傾
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
可

能
で
あ
る
が
確
証
は
な
い
。
全
体
と
し
て
は
、
和
与
成
立
は
当
事
者
の
意
思
に
ま
か
せ
、
認
可
の
下
知
状
発
行
の
前
に
行
な
う
和
与
状

に
対
す
る
審
査
に
意
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
」（
平
山『
前
掲
書
』二
三
五
頁
）
と
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

平
山
氏
に
あ
っ
て
は
、
御
家
人
が
両
当
事
者
と
な
る
訴
訟
事
案
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
審
査
を
よ
り
厳
重
に
行
う
方
針
を
取
っ
て
い
た

（22（2）
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こ
と
を
前
提
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
掲
【
史
料
1
】
〜
【
史
料
4
】
は
平
山
氏
の
分
類
に
拠
れ
ば
い
ず
れ
も
御
家
人
社
会

内
部
の
相
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
訴
訟
手
続
に
お
け
る
審
査
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る）
11
（

。

　

平
山
氏
は
さ
ら
に
、
和
与
を
審
査
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
幕
府
の
和
与
に
対
す
る
方
針
は
、
法
律
上
或
は
裁
判
上
の
理
由
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
幕
府
の
政
治
上
の
最
高

方
針
が
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
と
思
う
。
そ
う
し
て
、
こ
の
最
高
方
針
が
和
与
の
訴
訟
手
続
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
作
用
し
た
か
と
い

え
ば
、
私
は
、
和
与
状
に
対
す
る
審
査
は
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
の
和
与
に
対
す
る
方
針
は
、

和
与
状
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
審
査
の
事
実
を
糺
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
思
う
が
、
こ
の
点
、
私
の
研
究
は
充

分
で
は
な
い
」（
平
山
『
前
掲
書
』
二
三
六
頁
）
と
。

　

平
山
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
和
与
に
関
す
る
審
査
手
続
に
お
い
て
幕
府
の
政
治
上
の
最
高
方
針
が
影
響
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
か

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
審
査
手
続
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
の
和
与
に
対
す
る
方
針
が
解
明
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
の
理
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
お
い
て
少
し
く
再
検
討
を
試
み
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
審
査
手
続
に
お
い
て
幕
府
の
政
治
上
の
最
高
方
針
が
ど
の
よ
う
な
形
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
そ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
関
係
史
料
が
乏
し
い
た
め
に
明
確
に
し
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
山
氏
以
降
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
幕
府
は

御
家
人
所
領
の
移
動
に
対
す
る
禁
圧
的
な
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
恩
領
の
売
買
は
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
本
領
が
他
人
和
与
あ
る
い

は
売
買
に
よ
り
御
家
人
以
外
の
者
に
移
動
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
審
査
は
概
ね
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る）
11
（

。
こ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
、
首
肯
す
べ
き
理
解
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
後
半
で
は
、
当
事
者
が
和
与
の
認
可
申
請
を
行
い
認
可
手
続
（
審
査
）
が
行
わ
れ
た
結
果
、
裁
判
所
は
当
該
和
与
を
不
認
可

と
す
る
積
極
的
な
判
断
を
下
し
た
結
果
、
私
和
与
の
生
じ
得
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
平
山
氏
の
理
解
を
再
検
討
す
る
こ
と

（22（1）
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を
課
題
と
し
て
、
訴
訟
当
事
者
あ
る
い
は
裁
判
所
が
私
和
与
に
関
し
て
い
か
な
る
認
識
を
有
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
私
和
与
の
語
が
記
さ
れ
る
数
点
の
史
料
を
素
材
と
し
て
検
討
を
試
み
る
一
方
、
当
該
和
与
を
認
可
す
る
裁
許
状
の
発
給

さ
れ
て
い
な
い
和
与
状
が
訴
訟
手
続
の
上
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
状
況
の
一
端
を
知
る
た
め
に
一
点
の
史
料

を
素
材
と
し
て
少
し
く
検
討
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
理
解
が
得
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　

①
【
史
料
8
】
に
み
る
よ
う
に
、
地
頭
は
、
雑
掌
に
書
き
与
え
た
和
与
状
を
私
和
与
で
あ
る
と
し
て
否
定
的
な
意
味
で
捉
え
て
い
る

が
、
当
該
和
与
は
訴
訟
手
続
の
上
で
成
立
し
て
い
な
い
非
双
方
向
の
和
与
で
あ
る
こ
と
、
和
与
状
の
形
式
を
踏
ん
で
い
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
こ
れ
を
認
可
す
る
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
地
頭
の
主
張
は
必
ず
し
も
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
と

理
解
さ
れ
る
。

　

②
【
史
料
9
】
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
側
が
判
断
を
下
す
中
で
私
和
与
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
は
、「
未
だ
に
認
可

の
下
知
を
得
て
い
な
い
和
与
」
で
あ
り
、
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
当
事
者
に
よ
っ
て
何
時
で
も
改
変
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
状

態
に
あ
っ
た
和
与
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

③
【
史
料
11
】
に
お
い
て
は
、
訴
訟
手
続
の
進
行
中
、
第
三
者
に
よ
る
口
入
を
受
け
入
れ
た
訴
人
が
、
訴
訟
を
止
め
る
旨
を
記
し
口

入
人
を
宛
所
と
し
て
作
成
し
た
文
書
（
そ
の
実
質
は
和
与
を
示
す
も
の
で
あ
る
）
に
つ
い
て
、
当
該
担
当
引
付
は
私
和
与
で
あ
る
と
の
判

断
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
該
文
書
が
正
式
な
和
与
状
の
形
式
を
取
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
当
該
和
与

を
認
可
す
る
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
文
書
が
作
成
さ
れ
た
状
況
と
同
様
の
状
況
に
お
い
て
作
成

さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
【
史
料
12
】
に
関
し
て
い
え
ば
、関
係
史
料
に
お
い
て
は
私
和
与
で
あ
る
と
の
指
摘
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、【
史
料
11
】
に
関
し
て
私
和
与
で
あ
る
と
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明

確
に
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
り
両
方
の
理
由
を
考
え
て
お
い
て
良
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

④
【
史
料
13
】
に
お
い
て
は
、
高
権
力
の
訴
訟
手
続
に
拠
る
の
で
は
な
く
両
当
事
者
の
交
渉
に
よ
り
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が

（22（0）
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推
測
さ
れ
る
暦
仁
・
建
長
の
両
度
の
和
与
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
を
認
可
す
る
裁
許
状
は
発
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
両
当
事

者
あ
る
い
は
裁
判
所
は
私
和
与
で
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
裁
判
所
（
関
東
）
は
文
永
九
年
に
両
度
の
和
与
状
の

効
力
を
認
め
る
趣
旨
の
判
決
を
下
す
一
方
（
越
訴
に
対
す
る
判
決
で
あ
り
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
形
式
は
取
ら
れ
て
い
な
い
）、
さ
ら
に
は
、

正
和
二
年
に
裁
判
所
（
鎮
西
）
が
暦
仁
・
建
長
の
和
与
状
と
文
永
九
年
・
同
十
年
の
関
東
の
裁
許
を
並
立
さ
せ
る
形
で
そ
の
遵
守
を
命

じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
永
九
年
の
判
決
に
い
た
る
ま
で
は
少
な
く
と
も
当
該
和
与
状
両
通
が
両
当
事
者
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
私
和
与
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
場
合
は
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
趣

旨
の
判
決
が
下
さ
れ
る
場
合
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
訴
訟
当

事
者
が
当
該
和
与
に
関
し
て
私
和
与
で
あ
る
と
の
主
張
あ
る
い
は
指
摘
を
行
っ
て
い
る
事
例
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
も
の
以
外
に
も
若

干
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
和
与
認
可
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
大
き
な
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
得
る
。
私
和
与
に
は
そ
れ
が
意
味
す
る
通
り
、
和
与
認
可
裁
許
状
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
主
た

る
理
由
は
、
当
該
和
与
が
当
該
訴
訟
手
続
の
上
で
成
立
し
た
和
与
で
は
な
い
こ
と
（
裁
判
外
の
手
続
で
成
立
し
た
和
与
））
11
（

、
し
た
が
っ
て

認
可
申
請
手
続
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
裁
判
所
の
関
知
し
な
い
和
与
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
の

点
に
求
め
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
得
る
私
和
与
に
お
い
て
は
、
合
意
内
容
が
示
さ
れ
る
文
書
の
形
式
は
必
ず
し

も
正
式
な
和
与
状
の
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
い
ば
か
り
か
、
必
ず
し
も
両
当
事
者
が
作
成
す
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
ず
（
一
方

当
事
者
の
作
成
す
る
請
文
な
ど
、
場
合
に
よ
っ
て
は
口
頭
に
よ
る
も
の
）、
ま
た
両
当
事
者
が
同
時
に
交
わ
す
必
要
も
な
か
っ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る）
11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
両
当
事
者
が
文
書
の
形
式
に
拘
わ
る
中
で
和
与
状
を
作
成
・
交
換
し
、
裁
判
所
に
認
可
を
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
正
式
な
認
可
を
得
る
と
い
う
、
一
定
の
手
続
を
経
て
確
定
す
る
に
い
た
っ
た
和
与
に
は
、
証
拠
法
上
、
頗
る
重
要
な

効
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、『
沙
汰
未
練
書
』
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
当
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該
和
与
を
認
可
す
る
裁
許
状
が
下
付
さ
れ
て
い
な
い
和
与
を
訴
訟
手
続
の
上
で
は
私
和
与
と
し
て
取
り
扱
う
と
す
る
定
義
が
意
味
す
る

こ
と
の
一
端
を
、
少
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
遺
憾
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
得
ら
れ
た
私
和
与
に
関
す
る
仮
説
的
な
理
解
を
記
す
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
多

く
の
箇
所
に
お
い
て
推
測
に
基
づ
い
た
冗
長
な
叙
述
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
誤
解
に
つ
い
て
は
、
大
方
の
ご
教
示
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
修
正
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
筆
者
の

検
討
が
及
ば
な
か
っ
た
他
の
関
係
史
料
か
ら
も
私
和
与
に
関
す
る
某
か
の
理
解
を
得
て
い
く
こ
と
を
、今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

【
註
】

（
1
）　

平
山
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
先
例
が
な
い
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
和
与
が
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。「
慎
重
な
確
認

作
業
」（
審
査
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
認
可
手
続
が
ど
の
程
度
の
日
数
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
西
村
安
博
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に

お
け
る
和
与
の
認
可
手
続
期
間
に
つ
い
て
」（『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
二
二
号
＝
高
塩
博
先
生
古
稀
記
念
号
、
二
〇
一
九
年
、
五
五
頁
以
下
）
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
2
）　
「
入
来
院
家
文
書
」
年
月
日
不
詳
（
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
以
降
カ
）
渋
谷
為
重
陳
状
（
朝
河
貫
一
著
・
朝
河
貫
一
著
書
刊
行
委
員
会
編
『
入
来
文
書
（
復
刻
版
）』

紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
〇
頁
、
一
二
三
号
文
書
、
初
出
一
九
五
五
年
）。
傍
線
お
よ
び
記
号
は
筆
者
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

当
該
史
料
の
紙
継
目
裏
に
は
担
当
奉
行
人
の
花
押
（
少
弐
貞
経
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
当
該
訴
訟
は
鎮
西
を
受
訴
裁
判
所
と

し
て
係
属
し
た
も
の
と
し
て
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
該
史
料
が
か
り
に
正
文
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
重
訴
状
の
正
文
が
当
事
者
の
許
に
残
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ま
は
あ
く
ま
で
推
測
の
範
囲
に
止
ま
る
が
、
裁
判
所
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
い
る
も
の
か
否
か
は
不
明
と

し
て
も
和
与
状
そ
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
和
与
に
い
た
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
よ
り
も
、
最
終
的
に
は
訴
え
の
取
り
下
げ
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
考

え
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
当
該
史
料
に
は
訴
論
人
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
主
張
の
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
中
に
指
摘
さ
れ
る
事
実
関
係

云
々
に
つ
い
て
は
一
定
の
限
界
な
い
し
制
約
が
存
在
す
る
こ
と
を
了
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
稿
は
、
確
定
さ
れ
た
事
実
に
基
づ
く
考
察
を
行
う

こ
と
が
出
来
て
い
な
い
が
、
当
該
史
料
の
中
で
指
摘
さ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
生
じ
得
た
と
い
う
推
測
の
も
と
に
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
な

お
、
植
田
信
廣
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
「
不
論
理
非
」
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
」（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古
文
書
学
論
集
6　

中
世
Ⅱ
・
鎌
倉
時
代
の
法

制
関
係
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
一
二
〇
頁
以
下
、
初
出
一
九
七
八
年
）
一
三
四
頁
は
当
該
史
料
に
関
し
て
、「
こ
れ
は
確
か
に
和
与
が
不
認
可
と
さ
れ
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た
訴
訟
の
存
在
に
言
及
し
た
史
料
で
あ
る
が
、
当
該
訴
訟
の
内
容
も
当
該
和
与
の
内
容
も
全
く
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
和
与
が
審
査
さ
れ
た
理
由
も
不
認
可
と
さ
れ

た
理
由
も
、
今
の
と
こ
ろ
全
く
不
明
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
」
と
し
て
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。

（
3
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岩
元
修
一
氏
よ
り
ご
教
示
を
賜
わ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
誤
解
が
生
じ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
責

は
全
て
筆
者
に
あ
る
こ
と
を
ご
了
解
願
い
た
い
。

（
4
）　

高
橋
暢
「
渋
谷
氏
の
西
遷
と
惣
領
制
―
特
に
入
来
院
氏
を
中
心
と
し
て
─
」（『
法
政
史
学
』
第
二
一
巻
、
一
九
六
九
年
、
五
九
頁
以
下
）
六
三
〜
六
四
頁
を
参
照
。

（
（
）　

旧
稿「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
私
和
与
に
つ
い
て
─
関
係
史
料
の
基
礎
的
な
整
理
の
た
め
に
─
」（
本
誌
第
六
九
巻
第
七
号
＝
瀬
川
晃
教
授
古
稀
記
念
論
集［
Ⅰ
］、

二
〇
一
八
年
、
二
九
五
頁
以
下
）
三
六
〇
〜
三
六
一
頁
・
註
（
7
）
に
お
い
て
、
和
与
に
関
し
て
第
九
の
論
点
と
第
十
の
論
点
を
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
が
、
両

者
は
切
り
離
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
の
で
、「
氏
は
そ
の
中
の
次
掲
【
史
料
】（
中
略
）
裁
判
所
は
和
与
の
認
可
を
行
う
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
状

況
が
あ
ら
た
め
て
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」と
記
し
て
い
る
部
分
を
削
除
し
た
上
で
、本
稿
に
お
け
る
論
述
の
内
容
に
訂
正
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

（
6
）　

第
十
の
論
点
（「
一　

惟
重
の
姧
謀
の
事
に
つ
い
て
」）
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
廣
化
の
永
代
沽
却
地
で
あ
る
薩
摩
国
塔
原
在
家

等
に
つ
い
て
、
惟
重
は
身
勝
手
に
押
領
を
働
い
て
い
た
が
、
薩
摩
国
在
国
司
三
郎
左
衛
門
入
道
道
興
、
同
国
住
人
武
光
掃
部
左
衛
門
尉
、
飛
駄
弥
四
郎
兵
衛
入
道
随
願
、

並
び
に
井
上
左
衛
門
二
郎
朝
有
等
と
惟
重
が
竊
か
に
和
与
を
成
立
さ
せ
、
烏
帽
子
親
渋
谷
次
郎
三
郎
祐
重
に
依
頼
し
て
当
該
所
領
を
安
堵
す
る
た
め
の
問
状
御
教
書
を

下
付
し
て
も
ら
い
、
安
堵
状
を
掠
め
給
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
極
め
て
姧
謀
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
惟
重
に
対
し
て
は
、
早
急
に
当
該
和
与
状
以
下
の
証
文

お
よ
び
安
堵
御
下
文
を
召
し
出
し
て
頂
き
、
罪
科
に
処
し
て
頂
き
た
い
」
と
。
当
該
文
書
に
関
す
る
朝
河
氏
の
英
訳
で
は
（
前
註
（
2
）
所
引
書
、
一
九
四
頁
）、
廣

化
が
塔
原
在
家
を
、
薩
摩
国
在
国
司
三
郎
左
衛
門
入
道
道
興
、
同
国
住
人
武
光
掃
部
左
衛
門
尉
、
飛
駄
弥
四
郎
兵
衛
入
道
随
順
、
並
び
に
井
上
左
衛
門
二
郎
朝
有
等
か

ら
永
代
の
も
の
と
し
て
買
い
入
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
状
御
教
書
が
申
し
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
訳
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
安
堵
状
を
掠
め
賜
っ
た

こ
と
の
み
が
記
さ
れ
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
訴
人
為
重
［
善
阿
］
は
、
こ
れ
に
続
く
当
該
訴
状
の
結
論
部
分
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
廣
化
避
状
に
つ
い
て
は
、
論
人
惟
重

は
承
伏
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
惟
重
の
唱
え
る
異
議
に
対
し
て
は
ご
判
断
を
下
し
て
頂
き
た
い
。
そ
し
て
、
惟
重
は
自
分
の
行
っ
て
い
る
押
領
行
為
に
つ
い
て
承
伏
し

て
い
る
か
ら
に
は
、
下
地
と
い
い
、
年
々
押
領
物
と
い
い
、
全
て
を
為
重
に
対
し
て
糺
返
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
惟
重
の
犯
し
て
い
る
罪
科
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
規
定

に
任
せ
て
処
断
し
て
頂
き
た
い
。
当
該
廣
化
避
状
を
惟
重
が
存
知
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
問
答
の
機
会
を
期
待
す
る
」
と
。
こ
の
末
尾
の
文

章
に
つ
い
て
、朝
河
氏
の
英
訳
に
拠
れ
ば
、「
廣
化
避
状
の
信
憑
性
は
、惟
重
と
為
重
［
善
阿
］
が
法
廷
で
対
決
す
る
際
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　
「
熊
谷
家
文
書
」
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
九
月
一
五
日
附
関
東
御
教
書
（『
大
日
本
古
文
書
・
家
わ
け
第
十
四　

熊
谷
家
文
書
』
二
三
）。

（
8
）　
『
熊
谷
家
文
書
』
三
〇
。
な
お
、
庶
子
の
所
当
公
事
対
捍
に
つ
い
て
は
、
弘
安
七
年
十
月
廿
二
日
附
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
五
六
六
条
を
参
照
。
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（
9
）　
「
相
良
家
文
書
」
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
六
月 

日
附
肥
後
国
多
良
木
村
地
頭
代
訴
状
案
（『
大
日
本
古
文
書
・
家
わ
け
第
五　

相
良
家
文
書
』
三
六
）。

（
10
）　
「
禰
寢
文
書
」
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
一
一
月
廿
九
日
附
鎮
西
裁
許
状
（
瀬
野
精
一
郎
編
『
増
訂　

鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
』
下
・
六
波
羅
鎮
西
裁
許
状
篇
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
四
年
［
増
訂
版
第
二
刷
］、
一
四
七
号
文
書
）。

（
11
）　

当
該
訴
訟
は
惣
領
（
禰
寢
郡
司
清
治
子
息
清
保
）
と
庶
子
（
清
任
・
清
政
・
清
経
）
の
間
で
行
わ
れ
て
お
り
、「
こ
の
頃
は
す
で
に
惣
領
と
庶
子
と
の
関
係
は
一
般

の
惣
領
支
配
の
形
で
な
く
、
嫡
子
単
独
相
続
制
へ
の
過
程
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
、
そ
し
て
、「
所
領
の
集
中
化
が
顕
著
で
あ
り
、
庶
子
の
御
家
人
役
負
担
、

御
公
事
勤
仕
の
負
担
過
重
に
よ
る
惣
領
へ
の
所
領
売
却
あ
る
い
は
讓
与
は
、禰
寢
院
に
お
い
て
は
文
永
以
後
著
し
い
現
象
に
な
る
」
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小

園
公
雄
「
大
隅
国
禰
寝
氏
の
惣
領
制
」『
南
九
州
の
中
世
社
会
』
海
鳥
社
、
一
九
九
八
年
、
四
八
頁
）。

（
12
）　
『
鹿
児
島
縣
史
』
第
一
巻
（
鹿
児
島
縣
、
一
九
三
九
年
［
第
3
次
復
刊
、
一
九
八
〇
年
、
近
藤
出
版
社
］）
三
九
四
頁
に
は
、
和
談
が
成
立
し
た
後
に
上
申
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
再
審
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
理
解
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

佐
藤
進
一
＝
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
巻
・
室
町
幕
府
法
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
三
七
三
頁
。

（
14
）　
「
熊
谷
家
文
書
」
元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）
四
月
廿
二
日
附
浄
宗
譲
状
（『
熊
谷
家
文
書
』
二
〇
七
）。

（
1（
）　
「
高
野
山
文
書
・
宝
簡
集
」（
嘉
暦
四
年
）（
一
三
二
九
）
三
月
一
三
日
附
備
後
国
大
田
荘
雑
掌
久
代
了
信
書
状
（
瀬
野
精
一
郎
編
『
荘
園
史
料
叢
書　

備
後
國
大
田

荘
史
料
』
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
一
八
七
号
文
書
）。

（
16
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
拠
れ
ば
、「
い
た
ず
ら
ご
と
」
と
読
み
、「
無
益
、
無
用
な
行
為
、
あ
る
い
は
、
根
拠
の
な
い
こ
と
」
な
ど
と
解
さ
れ
て
お
り
、
当
該
私
和

与
に
関
し
て
一
方
当
事
者
が
評
価
を
行
っ
た
際
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
は
首
肯
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
17
）　
「
高
野
山
御
影
堂
文
書
」
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
十
月
一
三
日
附
富
部
信
連
和
与
状
寫
（『
備
後
國
大
田
荘
史
料
』
一
、
一
七
一
号
文
書
）。

（
18
）　
「
高
野
山
文
書
・
宝
簡
集
」
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
閏
十
月
一
五
日
附
雑
掌
経
寿
請
取
状
（『
備
後
國
大
田
荘
史
料
』
一
、
一
七
五
号
文
書
）。「
同
鄕
年
貢
未
進
信

連
可
糺
返
御
敎
書
一
通
」
に
い
う
「
御
教
書
」
が
当
該
和
与
と
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
明
ら
か
に
し
得
な
い
。

（
19
）　
「
島
津
家
文
書
」
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
一
二
日
附
鎮
西
下
知
状
案
（『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け　

島
津
家
文
書
』
一
一
七
〇
）。

（
20
）　
「
同
文
書
」
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
三
月
一
二
日
附
沙
弥
迎
念
和
与
状
案
（
同
右
）。

（
21
）　

訴
人
迎
祐
は
父
方
が
税
所
氏
の
流
れ
を
汲
む
者
で
あ
り
、
論
人
時
継
（
迎
念
）
は
伊
集
院
郡
司
の
流
れ
を
汲
む
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
と
も
に
、
当
該
訴
訟
に
関

し
て
は
、
五
味
克
夫
「
第
二
章　

薩
摩
国
伊
集
院
の
在
地
領
主
と
地
頭
」（
五
味
『
戎
光
祥
研
究
叢
書
13
巻　

南
九
州
御
家
人
の
系
譜
と
所
領
支
配
』
二
〇
一
七
年
、

七
二
〜
七
三
頁
）
を
参
照
。

（
22
）　
「
島
津
家
文
書
」
嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
）
七
月
五
日
附
鎮
西
下
知
状
（『
島
津
家
文
書
』
五
五
四
）。
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（
23
）　

当
該
史
料
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
五
味
克
夫
氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
満
家
院
内
に
お
け
る
所
領
等
を
め

ぐ
る
相
論
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
な
っ
て
多
く
の
史
料
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
を
類
別
す
る
と
、（
1
）
比
志
島
氏
と
惣
地
頭
と
の
相
論
、（
2
）
比
志
島

氏
と
他
氏
と
の
相
論
、（
3
）
比
志
島
氏
一
族
内
の
相
論
」
の
三
つ
で
あ
り
、
当
該
訴
訟
は
（
1
）
に
あ
た
り
、
比
志
島
氏
と
惣
地
頭
職
を
請
所
知
行
す
る
伊
作
宗
久

と
の
相
論
で
あ
る
（
五
味
「
薩
摩
国
御
家
人
比
志
島
氏
に
つ
い
て
」『
南
九
州
御
家
人
の
系
譜
と
所
領
支
配
』
一
七
三
〜
一
七
四
頁
）。

（
24
）　
「
陽
明
文
庫　

十
五
函
記
録
文
書
目
録
の
中　

第
十
三
函
平
記
及
び
勘
例
等
に
お
け
る
所
収
文
書
」
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
四
月 

日
附
丹
波
国
大
山
荘
地
頭
中
澤

基
員
書
状
案
（
西
村
安
博
「
近
衞
家
領
丹
波
國
宮
田
荘
を
め
ぐ
る
訴
訟
關
係
文
書
に
つ
い
て
―
「
和
与
」
お
よ
び
「
謀
書
」
に
關
す
る
法
制
史
料
の
檢
討
―
」（
正
）、

本
誌
第
五
五
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
四
年
、
六
三
頁
以
下
、
一
一
六
頁
）。

（
2（
）　

当
該
担
当
引
付
が
私
和
与
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
文
書
の
内
容
は
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
は
必
ず
し
も
正
確

で
は
な
い
。
私
和
与
は
訴
訟
法
上
、
当
該
文
書
の
法
的
効
力
が
な
い
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
和
与
の
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
ま
で
は
意
味
し
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。【
史
料
11
】
に
お
い
て
は
文
脈
上
、
裁
判
所
は
当
該
文
書
の
訴
訟
法
上
の
効
力
を
否
定
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
ざ
る
を

得
な
い
が
、
そ
の
推
測
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
も
、
当
該
引
付
が
私
和
与
で
あ
る
と
判
断
し
た
理
由
が
何
処
に
あ
る
の
か
、
興
味
の
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
26
）　

担
当
奉
行
人
が
当
該
和
与
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、【
史
料
12
】
を
め
ぐ
る
当
事
者
の
主
張
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
且
和
田
大

輔
房
快
顯
奉
行
之
時
所
令
和
与
也
、定
令
存
知
歟
」（「
陽
明
文
庫　

十
五
函
記
録
文
書
目
録
の
中　

第
十
三
函
平
記
及
び
勘
例
等
に
お
け
る
所
収
文
書
」
永
仁
六
年
（
一

二
九
八
）
六
月 

日
附
丹
波
國
宮
田
荘
雑
掌
相
暹
重
申
状
案
［
西
村
「
近
衞
家
領
丹
波
國
宮
田
荘
を
め
ぐ
る
訴
訟
關
係
文
書
に
つ
い
て
」（
正
）
一
三
七
頁
］）。

（
27
）　

当
該
和
与
は
、
今
日
に
お
け
る
裁
判
上
の
和
解
と
と
も
に
、
も
う
一
つ
の
和
解
の
形
態
で
あ
る
私
法
上
の
和
解
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
28
）　
「
青
方
文
書
」
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
六
月
二
日
附
鎮
西
裁
許
状
案
（
瀬
野
精
一
郎
編
『
松
浦
黨
關
係
史
料
集
』
第
二
、
續
群
書
類
從
完
成
会
、
一
九
九
八
年
、

三
一
四
号
文
書
・
三
一
五
号
文
書
お
よ
び
三
一
六
号
文
書
）。
な
お
、
瀬
野
精
一
郎
「「
青
方
文
書
」
正
和
四
年
六
月
二
日
鎮
西
探
題
裁
許
状
案
の
復
元
」（
同
『
松
浦

党
研
究
と
そ
の
軌
跡
』
青
史
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
二
一
三
頁
以
下
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
お
よ
び
同
「
肥
前
国
御
家
人
白
魚
九
郎
入
道
行
覚
に
つ
い
て
―
新
興
勢
力

の
鎌
倉
幕
府
に
対
す
る
失
望
―
」（
同
『
日
本
史
学
研
究
叢
書　

鎮
西
御
家
人
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、
四
二
四
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
29
）　

訴
人
行
覺
は
当
初
、「
浦
部
嶋
者
、
祖
父
覺
圓
与
峯
源
藤
次
持
貞
高

祖
父
令
和
与
之
後
、
持
子
孫
押
領
所
務
之
間
、
覺
圓
嫡
流
能
高
就
令
言
上
子
細
、
如
文
永
御
下
知
者
、

任
暦
仁
・
建
長
和
与
狀
、
云
湛
、
云
能
高
、
可
領
掌
之
旨
被
仰
下
之
間
、
棹（佐
保
）

・
白
魚
行
覺
爲
各
別
分
領
、
相
存
惣
領
一
具
安
堵
之
處
、
令
押
領
張
行
云
々
」（「
青
方
文
書
」

年
月
日
不
詳
峯
貞
陳
狀
案
、『
松
浦
黨
關
係
史
料
集
』
第
一
、
一
九
九
六
年
、
二
三
五
号
文
書
）
と
い
う
趣
旨
の
訴
え
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
30
）　
【
史
料
13
】
の
⒣
を
み
れ
ば
、「
持
貞
高

祖
父
幷
湛
貞
祖

父

与
覺
圓
行
覺

祖
父
相
論
之
刻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
暦
仁
・
建
長
に
お
い
て
和
与
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、 

持
・
湛
と
覺
圓
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
当
該
紛
争
の
解
決
が
図
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い

（224（）
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な
い
こ
と
か
ら
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
関
東
あ
る
い
は
守
護
の
裁
判
所
に
ま
で
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
建

長
七
年
の
和
与
状
両
通
は
現
存
し
な
い
が
、
暦
仁
元
年
の
和
与
状
に
つ
い
て
は
、
小
値
賀
嶋
地
頭
（
峯
源
藤
二
）
持
の
側
の
作
成
し
た
一
通
が
写
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
（「
青
方
文
書
」
暦
仁
元
年
十
二
月
廿
五
日
附
峯
持
・
源
等
和
与
状
案
、『
松
浦
黨
関
係
史
料
集
』
第
一
、
五
五
号
文
書
）。
当
該
和
与
状
の
内
容
は
【
史
料
13
】

に
お
い
て
正
確
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
本
文
に
お
い
て
は
敢
え
て
引
用
す
る
こ
と
は
行
わ
な
か
っ
た
。

（
31
）　
【
史
料
12
】
に
関
連
す
る
一
連
の
訴
訟
手
続
過
程
の
中
で
は
、
訴
人
（
宮
田
荘
預
所
）
は
論
人
（
大
山
荘
地
頭
）
が
和
与
に
違
背
す
る
行
為
を
犯
し
て
い
る
と
し
て

非
難
す
る
際
に
、
論
人
に
よ
る
和
与
の
書
替
状
を
提
出
さ
せ
る
よ
う
裁
判
所
に
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
論
人
は
「
本
自
不
破
和
与
之
上
者
、
基
員
何
可
帯

書
替
狀
哉
、
存
外
申
狀
也
」
と
し
て
、
和
与
を
破
っ
て
い
な
い
の
に
そ
の
書
替
状
を
所
持
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
反
論
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和
与
が
破
ら
れ
る
際

に
は
、
和
与
を
破
っ
た
当
事
者
は
自
ら
が
和
与
書
替
状
を
作
成
し
て
い
る
は
ず
だ
と
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
和
与
書
替
状
と
い
う
語
は
、【
史
料
13
】（
⒠

―
1
）
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
湛
の
和
与
状
の
中
に
引
用
さ
れ
る
持
に
よ
る
和
与
状
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
持
が
暦
仁
和
与
状
を
書
替
え
た

こ
と
の
理
由
は
、
和
与
を
破
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、「
湛
末
加
末
滿
天
毛
不
可
變
改
候
」
と
い
う
文
言
に
書
き
改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
暦
仁
元
年
の
和
与
の
趣
旨
を

踏
襲
し
つ
つ
あ
ら
た
め
て
当
該
和
与
の
効
力
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
32
）　

こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、「
所
詮
按
察
房
請
所
職
事
、
号
私
之
和
与
、
令
變
改
者
、
宗
親
又
令
變
改
條
」（「
高
野
山
文
書
・
又
続
宝
簡
集
」
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）

一
二
月 

日
附
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
陳
状
案
［
仲
村
研
編
『
荘
園
史
料
叢
書　

紀
伊
國
阿
氐
河
荘
史
料
』
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
二
二
五
号

文
書
］、
あ
る
い
は
「
於
私
和
与
者
、
共
以
令
破
之
上
者
、
不
及
宗
親
請
文
料
簡
者
哉
」（「
高
野
山
文
書
・
又
続
宝
簡
集
」
建
治
二
年
七
月 

日
附
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
地

頭
湯
浅
宗
親
陳
状
案
［『
紀
伊
國
阿
氐
河
荘
史
料
』
二
、
二
三
六
号
文
書
］）
な
ど
に
見
え
る
。

（
33
）　

こ
の
推
測
が
聊
か
勇
み
足
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
私
和
与
の
語
が
現
れ
る
文
永
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
お
い
て
は
、
文
永
期
以
降
に
み
ら
れ
る
状

況
と
は
異
な
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、【
史
料
13
】
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
和
与
が
成
立
し
た
暦
仁
・
建
長
期
か
ら

文
永
期
（
鎌
倉
前
期
〜
中
期
）
に
お
い
て
は
、『
沙
汰
未
練
書
』
の
い
う
訴
訟
手
続
上
に
お
け
る
私
和
与
と
い
う
概
念
が
未
だ
に
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
の
あ

る
こ
と
を
、
新
た
な
仮
説
と
し
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
34
）　

平
山
氏
は
、
本
所
領
家
と
地
頭
の
相
論
に
関
し
て
幕
府
は
和
与
を
奨
励
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
中
で
、
審
査
の
問
題
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
。
本

所
領
家
と
地
頭
を
両
当
事
者
と
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
連
署
形
式
の
和
与
状
が
作
成
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
両
当
事
者
が
個
別
に
和
与
状
を
作
成
す
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
御
家
人
を
両
当
事
者
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
審
査
の
あ
り
方
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
連
署
形
式
の
和
与
状
が

作
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
相
手
方
当
事
者
に
対
し
て
当
該
和
与
の
事
実
確
認
を
行
う
必
要
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
3（
）　

前
註
（
2
）
所
引
、
植
田
論
文
、
一
三
二
〜
一
三
四
頁
。
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（
36
）　

岡
邦
信
「
書
評　

西
村
安
博
「
前
近
代
日
本
に
お
け
る
伝
統
法
文
化
の
一
斑
―
「
和
與
」
と
「
内
濟
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」・
同
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
和
与

状
と
和
与
認
可
裁
許
状
に
つ
い
て
―
対
象
史
料
の
整
理
を
中
心
に
―
」・
同
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
和
与
の
認
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
」」（
法
制
史
学
会
編
『
法

制
史
研
究
』
第
五
一
号
、
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
九
頁
以
下
）
二
四
三
頁
に
も
、「
私
和
与
が
生
じ
る
ケ
ー
ス
は
、
そ
も
そ
も
幕
府
の
法
廷
に
持
ち
出
さ
れ
る

こ
と
な
く
和
与
が
成
立
し
た
事
案
に
つ
き
、
後
に
そ
の
効
力
が
幕
府
の
法
廷
で
争
わ
れ
た
場
合
な
ど
の
極
め
て
限
定
さ
れ
た
状
況
し
か
想
定
し
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
37
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
次
に
引
用
す
る
史
料
の
傍
線
部
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。「
任
快
如
先
段
申
、
違
背
武
家
御
下
知
趣
、
乱
入
庄
家
、
致
過
分
狼
藉
之
間
、

宗
親
訴
申
六
波
羅
殿
之
處
、
任
快
等
恐
自
科
之
餘
、
去
文
永
七
年
七
月
之
比
、
存
和
与
之
儀
、
可
爲
請
所
之
由
、
按
察
房
出
狀
之
間
、
宗
親
雖
不
散
鬱
訴
、
爲
全
庄
務
、

令
領
狀
了
、
凡
預
所
得
分
者
、
上
下
村
雖
及
六
十
余
貫
、
令
和
与
之
上
者
、
不
存
損
得
、
渉
年
序
之
處
、
同
十
年
按
察
房
与
宗
親
、
自
今
以
後
、
不
可
有
隔
心
之
由
致

芳
談
之
間
、
任
彼
案
文
、
書
与
之
畢
、
此
條
全
不
可
備
龜
鏡
者
也
、
是
則
就
按
察
房
所
出
文
永
七
年
和
与
状
天
、
宗
親
又
存
向
後
和
融
之
儀
、
所
令
書
与
也
、
雜
掌
今

取
出
宗
親
之
狀
許
志
天
、
号
請
文
、
妄
擬
令
改
易
之
條
、
甚
以
猛
惡
也
、
凡
他
人
一
与
之
物
者
、
相
互
不
悔
返
之
條
、
平
均
被
定
置
者
歟
、
雜
掌
我
之
理
運
乃
文
書
於
波

備
之
、
宗
親
得
理
之
契
状
於
波
隱
密
志
天
、
先
可
安
堵
之
由
、
令
掠
申
之
條
、
矯
餝
之
構
顯
然
也
、
所
詮
請
所
和
与
事
、
按
察
房
破
和
与
之
儀
、
致
種
々
非
法
惡
行
之
條
、

申
先
段
了
、
此
上
者
、
宗
親
之
請
文
、
以
何
好
可
令
備
進
哉
、
不
足
言
也
」（
前
註
（
32
）
所
引
、「
高
野
山
文
書
・
又
続
宝
簡
集
」
建
治
元
年
十
二
月 

日
附
紀
伊
国

阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
陳
状
案
）。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、地
頭
宗
親
が
預
所
任
快
の
狼
藉
を
六
波
羅
に
訴
え
て
以
降
、訴
訟
手
続
が
継
続
し
て
い
る
中
で
、文
永
七
年
（
一

二
七
〇
）
七
月
頃
に
任
快
の
子
息
按
察
房
が
地
頭
の
請
所
を
認
め
る
「
和
与
状
」
を
提
出
し
て
来
た
の
で
、
宗
親
は
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
こ
れ

に
応
じ
た
こ
と
、
同
十
年
に
は
宗
親
と
按
察
房
が
協
調
し
て
い
く
こ
と
で
合
意
し
、
宗
親
は
按
察
房
の
書
い
た
案
文
の
通
り
に
文
書
（
和
与
状
）
を
書
い
て
渡
し
た
が
、

こ
れ
は
以
前
に
按
察
房
が
出
し
て
来
た
和
与
状
に
基
づ
い
て
今
後
は
相
互
が
協
調
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
書
き
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、そ
う
で
あ
る
の
に
い
ま
、

雑
掌
（
預
所
）
が
宗
親
の
書
き
与
え
た
文
書
の
み
を
問
題
に
し
て
そ
れ
が
（
相
互
で
交
わ
し
た
和
与
状
で
は
な
く
、
雑
掌
（
預
所
）
に
対
し
て
地
頭
の
方
が
一
方
的
に

応
じ
た
内
容
を
示
す
）「
請
文
」
で
あ
る
と
し
て
、
地
頭
に
認
め
ら
れ
た
は
ず
の
請
所
和
与
を
一
方
的
に
破
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
猛
悪
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
永
七
年
に
雑
掌
（
預
所
）
が
地
頭
に
書
き
与
え
た
の
は
和
与
状
の
よ
う
な
体
裁
を
と
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
十
年
に
地
頭
が
雑
掌

（
預
所
）
に
書
き
与
え
た
文
書
は
雑
掌
の
側
に
お
い
て
は
請
文
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
両
当
事
者
の
間
で
は
そ
も
そ
も
正
式
な
形
式
を
取
る

和
与
状
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
和
与
の
内
容
を
示
す
文
書
が
両
当
事
者
の
間
で
同
時
に
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
に
は
こ
の
よ
う
に
、

地
頭
の
作
成
し
た
文
書
が
和
与
状
な
の
か
、
請
文
な
の
か
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
和
与
が
私
和
与
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
地
頭
は
、
究
極
的
な
主
張
と
し
て
「
所
詮
按
察
房
請
所
職
事
、
号
私
之
和
与
、
令
變
改
者
、
宗
親
又
令
變
改
條
」
な
ど
と
述
べ
る
に
い
た
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
和
与
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
文
永
七
年
と
同
十
年
に
は
按
察
房
と
敵
対
関
係
に
あ
る
は
ず
の
宗
親
が
預
所
代
官
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
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ら
す
れ
ば
、
こ
の
補
任
は
和
与
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
赤
澤
春
彦
「
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
に
残
さ
れ
た
二
通
の
訴
状
正
文
―

鎌
倉
期
に
お
け
る
訴
状
正
文
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察
―
」（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
古
文
書
研
究
』
第
六
三
号
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
二
五
頁
以
下
）
三

三
〜
三
五
頁
を
参
照
。

【
附
記
】

　

本
稿
は
、
令
和
二
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
🄒
・
研
究
課
題
「
日
本
中
世
の
裁
判
手
続
に
お
け
る
事
実
認
定
と
手
続
的
判
断

に
関
す
る
法
制
史
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
＝
西
村
安
博
〔
同
志
社
大
学
法
学
部
教
授
・
日
本
法
制
史
専
攻
〕）
に
係
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究
分
担

者
で
あ
る
岩
元
修
一
氏
（
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
名
誉
教
授
）
か
ら
種
々
の
貴
重
な
ご
教
示
を
頂
戴
し
た
こ
と
に
、
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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